
【機密性2】
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裁判官会議議事録

開催日時 令和7年12月15日（月）午後4時

開催場所 大会議室、堺支部フ
部裁判官打合せ室、
官室及び第15刑瞥

大会議
､．第1
事部裁
法によ

室、
0刑
判官
る）

岸和田支部大会議室､ 第14民事
事部裁判官室、第14刑事部裁判
室

(ウェブ会議の方溢

別紙出欠表のとおり口出 席 者

議事の経過の要領及びその結果

承認事項 ：

事務分配及び裁判官の配置等規程の一部変更について

別添承認事項1丁から17丁までについていずれも承認

決議事項

令和8年度大阪地方裁判所事務分配等規程について

別添決議事項1丁から82丁までのとおり決議
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柿議 長

〆

議事録作成者

裁判所事務官 ｜ ’



別 紙

【民事部裁判官】
部 ’
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【機密性2】

裁 判 官 会 議 出 席 者 数

（令和7年12月15日現在）

133名構
成

員

判 事 (計151名）

(所長・代行含む）

特例判事補 定足数76名18名人

員 オブザーバー 42名

193名計

114名構
判 事

(所長 ･代行含む）
成 (計128名）

出
一
席

者
数

特例判事補 14名
員

オブザーバー 33名

161名計



【機密性2】
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承認事項
、

(令和7年1 5日）2月 1
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

（令和7年7月7日諮問）

(令和7年7月25日実施）

変 更 後行現

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）
■

別表1

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部）

裁 判 官

〃

〃

(毎日）第1民事部（保全部）

裁 判 官

〃

〃

〃‐

(毎日）

永
谷
中

永
谷
中

江

治
志
孝

輝

松
斗

田

栄
匡

一

治
志
孝

松
斗

田
直

栄
匡

一
泰

(最高裁総務局第二課長へ）

村 上 貴 昭

秦 卓 義

橋 本 康 平

佐‘藤 克 郎

吉 澤 孝

伊 藤 佳 子

北 岡 佑 太

枚 田 雅 樹

松 本 幸 奈

島 崎 乃 奈

村
秦
橋
佐

吉
伊

北
枚

松
島

貴
卓
康
克

上

昭
義

平
郎

孝
子
太
樹
奈
奈

″
″

″
″

″
″

″
″

″
″

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

本
藤

澤
藤

岡
田
本
崎

佳
佑

雅
幸

乃

(中略）(中略）

堕一型

この規程は､令和7年7月25日から施行する。
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更(案）

（令和7年7月7日諮問）

(令和7年7月31日実施）

変 更 後行現

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項､第35条第1項､第36条､第38

条第1項及び第39条第1項）

別表5

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項､第35条第1項､第36条､第38

条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係第1 民事公判係

(中略）(中略）

第14係（月火木）裁判官 西 前 行 雄第14係（月火木）裁判官

〃‘

西 前 行 雄

藤 原 治

(行橋簡裁へ）

(中略）(中略）

瞳一旦1

この規程は､令和7年7月31日から施行する。
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和7年7月7日諮問）

(令和7年8月1日実施）

変 更 後現 行

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第8民事部（普通部）

裁 判 官

〃

ｊ
三
上
佐

金木水月く

第8民事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃

(月水木金）

三 村 憲 吾

上 田 瞳

佐 野 文 規

（兼）枚 田 雅 樹

（兼務解消）

大 場 悠 生

吾
瞳
規

憲
文

村
田
野

〃

大 場 悠 生〃 〃

(中略）（中略）

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第2刑事部（普通部）（毎日）

裁 判一官 ・

〃

第2刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

(毎日）

近 道 暁 郎

冨 岡 健 史

（兼)南 夢衣子

（兼務解消）

新池谷 圭 輝

(毎日）

御 山 真理子

辻 井 由 雅

（兼）近 藤 友 貴

（兼務解消）

善 元 貴 大

近 道 暁 郎

冨 岡 健 史

〃

新池谷 圭 輝〃

第3刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官

〃 、

〃

第3刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

御 山 真理子

辻 井 由 雅

〃

善 元 貴 大〃〃

11
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【機密性2】

(中略） (中略）

第7刑事部（普通部）（毎日）

裁 判 官 伊 藤 寛 樹

〃 増 尾 崇

〃 （兼）村 田 幸 生

（兼務解消）

〃 加 賀 潮 美

第7刑事部（普通部）

裁 判 官

〃

(毎日）

伊 藤 寛 樹

増 尾 崇

加 賀 潮 美〃

(中略） (中略）

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第3

4条第1項､第35条第1項､第36条､第38

条第1項及び第39条第1項）

別表5

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第34

条第1項､第35条第1項､第36条、第38条第

1高級び第39条第1項）

別表5 ．

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係第1 民事公判係

(中略） (中略）

第8係（木） 裁判官 新 屋 眞 宏 第8係（木） 裁判官

‘〃

新

吉 坐吋
宏』
県

屋

山〃

（任簡判）

〃 西 川 潤

． （任簡判）

〃 久 永 利恵子

（任簡判）

(中略） (中略）

附 則

この規程は、令和7年8月1日から施行する。
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【機密性2】

鐸分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和7年7月23日諮問）

(令和7年8月20日鋤

変 更 後行現

傑5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1詞

別表5

際5編借内簡易裁判所)第1章第32条､第

34条第1項､第35条第1項､第36条､第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁鞘断の裁判官の配置及び開廷日割大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第4 刑事公哨豚

第1係（月水木） 裁判官（調畑 村 章 夫

第2係（月水木） 〃 樋 口 裕 晃

第4 刑事公判係

第1係(月水木）

第2係(月水木）

村
口
波

章
裕

陽

夫
晃

子

裁判官（兼)畑

〃 樋

〃 仙

（鉾退官）
l _ _ ~ ~ －

第5 略式係（毎日）

（1）普通略式係 裁判官 畑 村 章 夫

第5 略式係（毎日）

（1）普通略式係 裁判官

〃

畑 村 章 夫

(兼）仙 波 陽 子

（兼識累消）

(兼）樋 口 裕 晃

(詞岩 川 昇

(兼）高 田 禎 子

(兼）大 西 光

(銅嶋 村 修 士

(銅岩 本 照 章

銅
銅
銅
銅
銅
銅

樋 口 裕 晃

岩 川 昇

銅
銅
銅
銅
銅
願

〃

〃

〃

〃

〃

〃

″
″

″
″

″
″

高 田 禎 子

大 西 光

嶋 村 修 士

岩 本 照 章

(中略）

令状係

(中 略）

令状係 (毎日）第6(毎日）第6

郎
史
矢
美
志
紀

将
開

市
節

早
亜
昌

和

部
澤
仙

納
舍

郷
池

田
西

渡
三
立
新

比
六
小
吉

銅
鋪
銅
銅
銅
願
銅
銅

裁判官

郎
史
矢
美
志
紀

将
開

市
節

早
亜
昌

和

部
澤
仙

納
舍

郷
池

田
西

渡
三
立
新

比
六

小
吉

銅
駒
雨
銅
銅
銅
㈱
雨

裁判官

〃〃

″
″

‐
″

″
″

″

Ｊ
Ｉ

１
Ｊ

ｊ
ｊ

Ｊ
ｊ

Ｉ
Ｊ

Ｉ
』
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【機密性2】

岩 川 昇

高 田 禎 子

大 西 光

嶋 村 修 士

岩 本 照 章

(調仙 波 陽 子

（兼務解消）

(調 畑 村 章 夫

(調樋 口 裕 晃

岩
高

大
嶋

岩

川 昇

田 禎 子

西 光

村 修 士

本 照 章

〃

〃

〃

〃

〃

〃
″

″
″

″
″

廉）畑 村 章 夫

(兼)樋 口 裕 晃

″
″

″
″

(中略） (中略）
」

瞳一旦1

この規程は､令和7年8月20日から施行する。

寺田
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（詞

（令和7年9月1日諮問）

(令和7年9月12日実施）

行 変 更 後現

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条､第

34条第1項､第35条第1項､第36条､第3

8条第1項及び第39条第1卿

別表5

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1詞

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略） (中略）

第2 民事特殊事件係(即決矛蛸革､公示催告､督

促、保全、非訟等) （毎日）

裁判官（兼）松 永 栄 治

〃 田 中 俊 次

〃 森 本 幸 治

（定年退官）

〃 太 田 朝 陽

〃 木 花 弘

〃 村 田 昌 三

〃 小 川 親 治

〃 C調 中 村 浩 之

〃 （調伊 藤 雅 之

第2 民事特殊事件係（即決和解、公示催告、督

促､保全、非訟等）（毎日）

裁判官C調 松 永 栄 治

〃 田 中 俊 次

太
木

村
小
中
伊

１
１

嫌
嫌

朝

陽
弘

三
治

之
之

田
花

田
川
村
藤

〃

〃

〃

〃

〃

〃

昌
親

浩
雅

(中略） (中略）

堕一且！

この規程は､令和7年9月12日から施行する。
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和7年9月11日諮問）

伶和7年10月1日実施）

変 更 後現 行

第2章 岸 和 田 支 部 第2章 岸 和 田 支 部

"JI事務の分酉勘

第28条 岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

（裁判事務の分配）

第28条 岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする｡

■

(中略） (中略）

裁 判 官 須 藤 晴 菜

令状事件の8分の’’ ’

裁 判 官・
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

令状事件の8分の1

岡 田 総 司

’ ’

(中略） (中略）

瞳一旦』 ↓
この規程は､令和7年10月1日から施行する。
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【機密性2｝

事務分配及ひ裁判官の配置等規程変更（案）

（令和7年10月1日諮問）

(令和7年10月20日詞瓶）

変 更 後行現

第2編（本庁民事部）第3章第10条第1園

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第2編（本庁民事部）第3章第10条第1卿

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部）

裁 判 官

〃

侮日）

松 永 栄 治

斗 谷 匡 志

田 中 一 孝

（第11民事部企）

村 上 貴 昭

秦 卓 義

橋 本 康 平

佐 藤 克 郎

吉 澤 孝

伊 藤 佳 子

北 岡 佑 太

枚 田 雅 樹

松 本 幸 奈

島 崎 乃 奈

第1民事部（保全部）（毎日）

裁 判 官

〃

松 永 栄 治

斗 谷 匡 志

〃

村
秦

橋
佐

吉
伊

北
枚

松
島

貴
卓
康
克

ﾛ目

昭
義

平
郎
孝
子
太

樹
奈
奈

″
″

″
″

″
｜

″
″

″
″

″

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

本
藤

澤
藤

岡
田
本
崎

佳
佑
雅
幸

乃

(中略）(中略）

第11民事部(普通部）

． 裁 判 官

〃

第11民事部（普通部）（月水木金）

裁 判 官 荒 谷 謙 介

〃 奥 田 達 生

（最高裁総務局付・人事局付・経理局付へ）

〃 結 城 康 介

〃 高 矢 輝 乃

(月水木金）．

荒 谷 謙 介

田 中 一 孝

（第1民事部から）

結 城 康 介

高 矢 輝 乃

″
″

(中略）(中略）

附 則

この規程は、令和7年10月20日から施行す

ゑ一
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（詞

伶和7年10月21日諮問）

伶和7年11月13日実施）

変 更 後行現

（第2編体庁民事部)第3章第10条第1動

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

僕2編 体庁民事部）第3章第10条第1卿

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第17民事部（医事部）

裁 判 官

〃

〃

〃

(月火水木）

堀 部 亮 一

皆 川 更

宮 端 謙 一

（調 小西池 将

（兼務発令）

上 寺 紗也佳

第17民事部（医事部）

裁 判 官

〃

ｊ

・

燐堀
皆

宮
月Ｉ

部 亮 一

川 更

端 謙 一〃

上 寺 紗也佳 〃〃

(中略）(中略）

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条､第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1卿

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

傑5編（管内簡易裁半堀、第1章第32条、

第34条第1項、第35条第1項、第36条、

第38条第1項及び第39条第1画

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係第1 民事公判係

(中略）(中略）
』

神 谷 義 彦

遠 藤 恭 弘

倦国簡裁へ）

第9係（水金） 裁判官 神 谷 義 彦

〃 藤 本 昌 彦

(民事公判第21係から）

第9係（水金） 裁判官

〃

(中略）(中略）

第21係（月水金）裁判官 長谷川 卓 司

〃 藤 本 昌 彦

（民事公判第9係へ）

第21係（月水金）裁判官 長谷川 卓 司

11



|機密性21

(中略）(中略）

附則

この規程は、令和7年11月13日から施行す

ゑ二

ﾉ
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更榛）

（令和7年11月7日諮問）

(令和7年11月23日実施）

行 変 更 後現

（第2編(本庁民事部)第3章第10条第1卿

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

際2編（本庁民事部）第3章第10条第1駒

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

(中略） (中略）

第3民事部（普通部）

裁 判 官

(月火木金）

高 島 義 行

（第14民事部へ）

第3民事部（普通部）

裁 判 官

(月火木金）

上 田 賀 代

（大阪高裁から)

C樹 高 島 義 行

一(兼務発令）

神 田 温 子

林 田 敏 幸

南 夢衣子

〃

神
林
南

濡準語
田

田

〃

〃

〃

″
″

″

(中略） (中略）

第14民事部（夢Wﾃ鋤 （毎日）

裁 判 官 横 田 昌 紀

（堺支部へ）

〃 野 上 誠 一

． 〃 松 浪 聖 一

〃 田 中 春 香

〃 名 倉 亨

第14民事部（執行部）

裁 判 官

(毎日）

高 島 義 行

（第3民事部から）

野 上 誠 一

松 浪 聖 －

田 中 春 香

名 倉 亨

″
″

″
″

(中略） (中略）

第 4 編 支 部 第 4 編 支 部

第1章 堺 支 部 第1章 堺 支 部

戯判官の酉遁）

第24条 堺支部における裁判官の配置は、次

のとおりとする。

第1民事部A

裁 判 宮 山 地 修

戯判官の配置）

第24条 堺支部における裁判官の配置は、次の

とおりとする。

第1民事部A

裁 判 官 横 田 昌 紀

il3



【機密性2】

(第14民事部から）

真 田 尚 美

一 花 有香里

(調 大 寄 悦 加

(調 山 田 裕 章

丹 治 雅 文

（松山地家裁へ）

真 田 尚 美

一 花 有香里

(調大 寄 悦 加

6樹 山 田 裕 章

丹 治 雅 文
ｊ

Ｊ
ｊ

Ｉ
Ｊ

１
Ｊ

Ｊ
ｊ

ｊ

〃

〃

〃

〃

〃

(中略）(中略）

第1民事部C

裁 判 官

第1民事部C

裁 判 官 6淘 横 田 昌 紀

（兼務発令）

惣 脇 美奈子

佐 藤 克 則

塚 田 奈 保

吉 澤 暁 子

楠 真由子

中 村 公 大

(調 山 口 愛 子

(兼）嶋 村 弥 寿

C詞 丹 治 雅 文

C樹 山 地 修

（識阜消）

惣 脇 美奈子

佐 藤 克 則

塚 田 奈 保

吉 澤 暁 子

楠 真由子

中 村 公 大

(兼）山 口 愛 子

(銅 嶋 村 弥 寿

(調 丹 治 雅 文

Ｊ
１

Ｊ
１

Ｊ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｊ
ｊ

Ｉ
ｊ

ｊ
ｊ

Ｉ
』

〃

″
″

″
″

″
″

″
″

〃

(中略）(中略）

附 則

この規程は、令和7年11月23日から施行す

ゑ二

1
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【機密性2】’

事務分配及び裁判官の配置等規程変更 嬢）

伶和7年11月21日諮問）

（令和7年12月1日実施）

現 行 変 更 後

（第2編体庁民事部)第3章第10条第1詞

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1詞

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

(中略） (中陶

第18民事部（普通鋤

裁 判 官

〃

(月火水金）

宮 崎 朋

長 丈

三 浦 裕

第18民事部（普通訓

裁 判 官

〃

〃

〃

(月火水金)．

宮 崎 朋 紀

長 丈 博

三 浦 裕 輔

（詞 小 森 ま や

（兼務発令）

根 間 玄 実

紀
博
輔

〃

根 間 玄 実〃 〃

(中略） (中略）

附 則

この規程は､令和7年12月1日から施行する。
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

伶和7年11月21日諮問）

（令和7年12月7日実施）

行 変 更 後現

傑5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、

第34条第1項、第35条第1項、第36条、

第38条第1項及び第39条第1㈲

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

懐5編（管内簡易裁半I断）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1罰

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

第1係（月水金）裁判官 藤 田 康 夫

（東大阪簡裁へ）

第1 民事公判係

第1係（月水金）裁判官 富 川 崇

（民事公判第3係から）

(中略） (中略）

第3係（月水金） 〃 佐 伯 公 正

〃 富 川 崇

(民事公判第1係へ）

第3係（月水金） 〃 佐 伯 公 正

(中略） (中略）

第4章 その他の簡易裁判所 第4章 その他の簡易裁綱厩

（裁判官の配置及び事務の分酉副

第51条 大阪簡易裁判所､堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は､次のと

おりとする。

（裁梢l官の配置及び事務の分配）

第51条 大阪簡易裁判所､堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は､次のと

おりとする。

(中略） (中略）

（5）東大阪簡易裁判所

裁 判 官 西 田 眞 基

榊戸簡裁へ）

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件(当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分

の1

（5）東大阪簡易裁判所

裁 判 官 山 田 正 人

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く｡ ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分

の1

16



【機密性2】

裁 判 官 山 田 正 人 裁 判 官 ， 藤 田 康 夫

_(大阪簡裁から）

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件(当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分

の1

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分

の1

(中略） (中略）

第 6 編 司法行政事務の代瑠頂序 第 6 編 司法行政事務の代理順序

（司法行政事務の代理）

第54条 所長に差し支えがある場合の司法行

政事務を代理する者の順序は、次のとおりとす

る。

（司法行政事務のｲ錘）

第54条 所長に差し支えがある場合の司法行

政事務を代理する者の順序は、次のとおりとす

る。

(中略） (中略）

8 東大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理す

る裁判官に差し支えがある場合の司法行政事務

を代理する者は、次のとおりとする。

裁 判 官 山 田 正 人

8 東大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理す

る裁判官に差し支えがある場合の司法行政事務

を代理する者は、次のとおりとする。

裁 判 官 藤 田 康 夫

(中略） (中略）

附 則

この規程は､令和7年12月7日から施行する。
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第 1 編 総 則

（この規程の趣旨）

第1条 令和8年度の大阪地方裁判所、その支部及び管内簡易裁判所の裁判事務分

配、裁判官の配置、開廷日割、裁判事務及び司法行政事務の代理順序は、他の

規則又は規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところに

よる。

（裁判官の所属）

第2条 本庁勤務の裁判官を民事部及び刑事部に分ける6

2 本庁勤務の民事部裁判官を26か部に所属させる。

3本庁勤務の刑事部裁判官を15か部に所属させる。

4 堺支部勤務の裁判官を同支部の第1民事部、第2民事部、第1刑事部又は第2

刑事部に所属させる。

5 大阪簡易裁判所勤務の裁判官を同裁判所の第1から第3までの民事室又は刑事

室に所属させる。

6 岸和田支部勤務の裁判官及び大阪簡易裁判所以外の各簡易裁判所勤務の裁判官

については、民事及び刑事の部又は室の区分をしない。

（本庁と支部及び支部相互間における裁判事務の分配）

第3条 堺支部及び岸和田支部の事件についての裁判所法第26条第2項第1号の

決定は、堺支部が行う。

2 堺支部及び岸和田支部における地方自治法第242条の3第2項の規定に基づ

く訴訟及びこれを本案とする民事保全事件に関する事務は、本庁民事部におい

て取り扱う。

3 堺支部及び岸和田支部における労働審判法が定める労働審判事件に関する事務

は、本庁民事部において取り扱う。

4 堺支部及び岸和田支部における消費者の財産的被害等の集団的な回復のための

4

5



民事の裁判手続の特例に関する法律が定める事件に関する事務は、本庁民事部

において取り扱う。

5 預金保険法に定める裁判所の許可（代替許可）申立事件は、対象となる金融機

関等の本店又は主たる事務所の所在地が堺支部又は岸和田支部の管轄に属する

場合であっても､ 本庁民事部が処理する。

6 各支部及びその管内の簡易裁判所勤務の裁判官に対する民事事件に関する除斥

又は忌避の事件、各支部及びその管内の簡易裁判所の専門委員に対する除斥又

は忌避の事件並びに各支部及びその管内の簡易裁判所の裁判官に対する刑事事

件に関する除斥又は忌避若しくは回避の事件は堺支部が、これ以外の各簡易裁

判所勤務の裁判官に対する民事事件に関する除斥又は忌避の事件及び同各簡易

裁判所の専門委員に対する除斥又は忌避の事件は本庁民事部が、同各簡易裁判

所の裁判官に対する刑事事件に関する除斥又は忌避若しくは回避の事件は本庁

刑事部が、それぞれ処理する。

7 各支部の民事事件に関する控訴提起事件に付随する執行停止事件で、当該訴訟

記録が本庁に存する間に申し立てられたものは、本庁民事部（第1民事部）に

おいて処理する。

8 各支部及びその管内の簡易裁判所の裁判官がした裁判に対する刑事訴訟法第4

29条の準抗告事件及び児童福祉法第33条の一時保護状請求却下の裁判に対

する取消請求事件は、堺支部が処理する。

9 検察審査会がした起訴議決に基づく指定弁護士の指定又はその取消しに関する

事務（受訴裁判所の権限に属するものを除くb)は、本庁で処理する。

10 本庁と支部又は支部相互間における関連事件の処理については､ 関係各部又

は裁判官が協議の上、これを一つの部又は1人の裁判官に集めて処理すること

ができる。

11 本庁に係属する事件を本庁で処理することが相当でないときは、裁判部事務

等検討委員会は、申出により、これを支部に移すことができる。
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12． 裁判部事務等検討委員会は、申出により、支部に係属する事件のうち、当該

支部で処理することが相当でない事件を本庁に移すことができる。

13 支部裁判事務調整委員会は、申出により、支部に係属する事件のうち、当該

支部で処理することが相当でない事件を他の支部に移すことができる。
グ
ー
日
ｂ
Ｉ
ｈ
ｐ

、
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第 2 編 本 庁 民 事 部

第1章 通 則

（部の設置）

第4条 本庁民事部に第1から第26までの各部を置く。

（定義）

第5条 この編において、次の各号に掲げる事件名の意義は当該各号に定めるとこ

ろにより、その他の事件名は民事事件記録符号規程（平成13年最高裁判所規

程第1号）と同一の意義による。

（1）労働事件

ァ 労働契約､ 就業規則、労働協約及び労働組合規約上の権利義務に関する紛

争、労働基準及び労働者災害補償に関する紛争その他労働者の団結権、団体

交渉権及び団体行動権に関連した紛争に関する行政訴訟事件及び通常訴訟事

件

イ 公務員のアに掲げる同種の紛争を内容とする行政訴訟事件及び通常訴訟事

件

ウ ア又はイに掲げる事件に関する訴訟事件を本案とする民事保全事件（保全

異議、保全取消しの申立て及び起訴命令の申立てを含む。）並びにこれに関

する執行異議事件及び執行停止事件

エ ア又はイに掲げる事件に関する行政事件訴訟法に規定する執行停止事件

オ ウに関する民事保全法第48条第1項等の船舶国籍証書（航空機登録証明

書等、自動車、既登録建設機械等を含む。）の取上げを命ずる方法による仮

差押えの執行及び民事保全法第52条第2項の作為又は不作為を命ずる仮処

分の執行（代替執行及び間接強制）

（2）租税事件 租税に関する行政訴訟事件及び通常訴訟事件
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（3）一般行政事件

ア 前2号及び第10号に定めるものを除いた行政訴訟事件

イ 行政事件訴訟法第45条第1項に規定する処分の効力等を争点とする訴訟

事件、行政事件訴訟法第13条第1号（第38条第1項において準用する場

合を含む。）に規定する処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請

求の事件（関連する取消訴訟が係属していない場合を含む。）

ウ 地方自治法第242条の3第2項の規定に基づき損害賠償又は不当利得返

還を求める通常訴訟事件

エ 行政非訟事件

オ アからウまでに掲げる事件に関する訴訟事件を本案とする民事保全事件

（保全異議及び保全取消しの申立て並びに起訴命令の申立てを含む。）並び

にこれに関する執行異議事件及び執行停止事件

力 ア又はイに掲げる事件に関する行政事件訴訟法に規定する執行停止事件

（4）人身保護事件 人身保護法に定める一切の事件

（5）保護命令事件 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第

4章に定める保護命令申立事件、保護命令の効力停止の申立事件及び保護命令

の取消申立事件

（6）交通事件

ア 交通事故による損害賠償請求等の通常訴訟事件

イ 自動車保険に関する交通事故による保険金請求等の通常訴訟事件

（7）手形事件等

ア 手形訴訟、小切手訴訟及び手形又は小切手に関する通常訴訟事件（他の種

類の請求を併合したものを除く。）

イ 電子記録債権の履行請求の通常訴訟事件（他の種類の請求を併合したもの

を除く。）

（8）倒産事件等 破産事件､会社更生事件、再生事件、特別清算事件（特別清算
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開始申立後同申立事件係属中に申し立てられた会社法第500条第2項及び

第501条第1項の手続を含む｡ ）、金融機関等の更生手続の特例等に関す

る法律に基づく事件及び預金保険法に定める裁判所の許可（代替許可）申立

事件

（9）会社事件等

ア 会社法（第1編を除く。 ）に定める通常訴訟事件。ただし、次に掲げる訴

訟事件を除く。

（ア）会社法第350条､同法第600条及び同法第817条4項による訴

訟事件

（イ）会社法第53条2項、同法第429条、同法第487条、同法第597

条及び同法第653条による訴訟事件のうち株主又は持分会社の社員以外

の者が提起するもの

イ 前記アに掲げるものの，ほか、次に掲げる事項に関する事件で一方当事者

が会社であるもの

（ア）株主権又は持分

（イ）役員の地位及び報酬

（ウ）各種決議その他会社法上の行為の効力又は存否

ウ －般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法｣ とい

う。）に定める通常訴訟事件。ただし､次に掲げる訴訟事件を除く。

（ア）一般法人法第78条及び同条を準用する同法第197条による訴訟

事件

（イ）一般法人法第23条2項、同法第117条、同条を準用する同法第

198条、同法第166条2項及び同法第218条による訴訟事件の

うち社員以外の者が提起するもの

エ 前記ウに掲げるもののほか、次に掲げる事項に関する事件で一方当事者が

一般社団法人又は一般財団法人であるもの（一般社団法人及び一般財団法人

9

10



に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第2

条、第24条、第40条及び第41条の規定により一般社団法人又は一般財

団法人として存続するものとされる旧有限責任中間法人、旧無限責任中間法

人又は特例民法法人に関し、なお従前の例によることとされる事項を除

く。）

(ア）一般社団法人の社員たる地位

（イ)･役員の地位及び報酬

（ウ）各種決議その他一般法人法上の行為の効力又は存否

オ 宗教法人、学校法人その他の法人の理事者､ 会員等の地位に関する事件及

び定款変更等の組織に関する事件

力 会社法第847条を準用する社員等代表訴訟及び金融商品取引法第164

条第2項に基づく株主代表訴訟の通常訴訟事件

キ 銀行、長期信用銀行、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫（金融機関等

の更生手続の特例等に関する法律第2条第3項が規定する金融機関）が、発

起人、取締役、監査役、理事、監事、清算人又は会計監査人の責任に基づく

損害賠償を請求する事件

ク 独占禁止法第24条に基づく差止請求の通常訴訟事件

ケ 消費者契約法第12条、不当景品類及び不当表示防止法第30条及び特定

商取引に関する法律第5章の3に基づく差止請求の通常訴訟事件

． 金融商品取引法第105条の10に基づく差止請求の通常訴訟事件

サ 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第70条に関する事件

シ アからサまでに掲げる事件に関する通常訴訟事件を本案とする民事保全事

件（保全異議及び保全取消しの申立て並びに起訴命令の申立てを含む。）並

びにこれに関する執行異議事件及び執行停止事件

ス シに関する民事保全法第48条1項等の船舶国籍証書（航空機登録証明書
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等、自動車、既登録建設機械を含む。）の取り上げを命ずる方法による仮差

押えの執行及び民事保全法第52条第2項の作為又は不作為を命ずる仮処分

の執行（代替執行及び間接執行）

セ 仲裁法に規定する事件（本条において別に定める場合を除く。）

ソ 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第

5条に基づく国際和解合意の執行決定申立事件 (本条において別に定める場

合を除く。）

タ 民事非訟事件及び商事非訟事件（本条において別に定める場合を除

く。）

0）知的財産事件

ア 特許権、実用新案権、意匠権、商標権､ 著作者の権利、出版権、著作隣接

権、回路配置利用権、種苗法上の育成者権、不正競争防止法、家畜遺伝資

源に係る不正競争の防止に関する法律、商法第12条及び会社法第8条、

パブリシティの権利に関する通常訴訟事件並びに行政訴訟事件

イ アに掲げる事件に関する通常訴訟事件を本案とする民事保全事件（保全異

議及び保全取消しの申立て並びに起訴命令の申立てを含む。）並びにこれ

に関する執行異議事件及び執行停止事件

ウ イに関する民事保全法第48条第1項等の船舶国籍証書（航空機登録証明

書等、自動車、既登録建設機械等を含む。）の取上げを命ずる方法による

仮差押えの執行及び民事保全法第52条第2項の作為又は不作為を命ずる

仮処分の執行（代替執行及び間接強制）

エ 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権に関する仮登録仮処分申請事件

オ アに掲げる事件に関する行政事件訴訟法に規定する執行停止事件

力 アに掲げる権利又は法律により保護される利益が侵害されたことを理由と

する特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に

関する法律（平成13年法律第137号）第4章に定める発信者情報開示命

(1
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令事件並びにそれに付随する提供命令事件及び消去禁止命令事件

キ 仲裁法に規定する事件（アに掲げる権利又は法律により保護される利益に

関するものに限る。）

ク 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第

5条に基づく国際和解合意の執行決定申立事件（アに掲げる権利又は法律に

より保護される利益に関するものに限る。）

(11）共通義務確認事件

ア 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関

する法律第3条に基づく通常訴訟事件

イ アに掲げる事件に関する訴訟事件を本案とする民事保全事件（保全異議、

保全取消しの申立て及び起訴命令の申立てを含む｡ ）並びにこれに関する執

行異議事件及び執行停止事件

(12）一般民事保全事件等

ア 第1号、第3号及び前3号に定めるものを除き、通常訴訟事件を本案とす

る民事保全事件（保全異議及び保全取消しの申立て並びに起訴命令の申立

てを含む。） 並びにこれに関する執行異議事件及び執行停止事件

イ アに関する民事保全法第48条第1項等の船舶国籍証書（航空機登録証明

書等、自動車、既登録建設機械等を含む。）の取上げを命ずる方法による

仮差押えの執行及び民事保全法第52条第2項の作為又は不作為を命ずる

仮処分の執行（代替執行及び間接強制）

ウ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図

るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（平成3年法律

第94号）第5章及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する

法律（平成11年法律第136号）第4章第2節に定める追徴保全命令に

基づく仮差押え執行の申立事件

エ 第10号に定めるものを除き、特定電気通信による情報の流通によって発
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生する権利侵害等への対処に関する法律（平成13年法律第137号）第

4章に定める発信者情報開示命令事件並びにそれに付随する提供命令事件

及び消去禁止命令事件

(13）簡易確定手続事件 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の

裁判手続の特例に関する法律第13条に基づく簡易確定手続及びこれに関する

執行停止事件 ‘

(14）執行事件

ア 第1号、第3号、第9号、第10号及び第12号に定めるものを除き､ 不

動産、船舶、航空機、自動車、建設機械又は債権その他の財産権に対する

強制執行又は担保権の実行としての競売等の事件

イ 動産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売等の事件の配当手続

事件

ウ 企業担保法に基づく実行事件

エ 仮差押えの執行としての強制管理事件及び民事保全法第52条第2項の物

の給付（金銭給付を含む。）を命ずる仮処分の執行事件

オ 強制執行（エの事件を含む。）又は担保権の実行としての競売等の事件に

関し、口頭弁論を開くことなく執行裁判所として裁判することができる事

件（執行官の執行処分及びその遅滞に対する執行異議事件等を含む。）

力 財産開示及び第三者からの情報取得事件

(15）医事関係事件等

ア 医事関係事件 医師又は歯科医師及び医療補助者（以下「医師等」とい

う。）の患者に対する診断、検査、注射、治療、手術、麻酔、管理等の医

療行為の過失に基づく被害を理由とする損害賠償請求等の通常訴訟事件

（債務不存在確認請求事件を含む。）

イ 準医事関係事件 医師等以外の者が行う整体、鍼灸等の医療類似行為の過

失に基づく被害を理由とする損害賠償請求等の通常訴訟事件（債務不存在

､
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確認請求事件を含む。）

(16）建築関係事件 建物に関する設計、施工又は監理の暇疵の有無、工事の完

成の有無、工事の追加変更の有無及び設計、施工又は監理の出来高の有無に

関する請負代金（設計料及び監理料を含む。）請求訴訟、建物の設計、施

工、監理の暇疵又は工事の未完成を原因とする損害賠償請求訴訟、建物修繕

ローンに関する立替金請求訴訟等の通常訴訟事件

(17）調停・借地非訟に関する事件

ア 調停事件（他の部が当該部の裁判官による調停に付した事件を除く。）

イ 民事調停規則第5条又は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関す

， る法律第7条の規定による民事執行の手続の停止又は続行の申立事件

ウ 借地借家法第41条に定める事件

エ 罹災都市借地借家臨時処理法又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法

による非訟事件

(18）専門事件 前17号に定める事件、過料事件（民事訴訟法の規定による過

料事件を除く。）、執行抗告事件、民事執行法第32条第1項に定める公証人

の処分に関する異議事件、民事執行規則第20条第4項の許可に関する事件並

びに船舶所有者等責任制限事件及び油濁等損害賠償責任制限事件

(19）普通事件 前号に定める専門事件以外の通常訴訟事件

共助事件（民事訴訟法第204条に定める方法を用いる尋問の共助事件を除

く。）は、前各号に関するものであると否とを問わず‘普通事件とする。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律関係事件は、普通事件とす

る。

2 専門事件（前項第4号及び第11号の事件を除く。）を配付する部を専門部と

し、その余の部を普通部とする。 ‐
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第2章 裁 判 事 務 の 分 配

（事件の配付等）

第6条 専門事件は、その事件の種類に従って次の各部に配付する。

（1）一般民事保全事件等並びに保護命令事件及び同事件に係る過料事件は、第1

部（保全部）

（2）租税事件及び一般行政事件は、第2部及び第7部（租税・行政部）に順次配

付する。ただし、地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟に

ついて損害賠償若しくは不当利得返還の請求を命ずる判決又は賠償の命令を命

ずる判決が確定した場合における同法第242条の3第2項又は第243条の

2第5項の規定による訴訟及びこれらの訴訟を本案とする民事保全の事件につ

いては、当該判決を言い渡した部に配付する。

（3）人身保護事件は、第3、第8、第9、第11から第13まで、第16から第

20まで及び第22から第25までの各部に順次

（4）労働事件、労働審判法に定める労働審判事件並びに労働組合法、労働審判

法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、短

時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の各規定に

よる過料事件は＄第5部（労働部）

（5）倒産事件等及び同事件等に係る過料事件、船舶所有者等責任制限事件、油濁

等損害賠償責任制限事件並びに簡易確定手続事件及び同事件に係る過料事件

は、第6部（倒産部）

（6）会社事件等、手形事件、過料事件（本条において別に定める場合を除く｡ ）

及び公示催告事件は、第4部（商事部）。ただし、手形又は小切手に関する控

訴事件及び電子記録債権に関する控訴事件は、普通事件の例による。

（7）執行事件、民事執行法第32条第1項に定める公証人の処分に関する異議事
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件、民事執行規則第20条第4項の許可に関する事件、民事執行法の規定によ

る過料事件及び執行抗告事件（同法の規定による地方裁判所が抗告裁判所とな

る事件を含む。）は、第14部（執行部）

（8）交通事件（医事関係事件に該当する場合を含む。）は、第15部（交通部）

（9）知的財産事件は、第21部及び第26部（知的財産権部）に順次

（10）医事関係事件等（交通事件に該当する場合を除く。）は、第17、第19

及び第20の各部（医事部）に順次

（11）建築関係事件、調停・借地非訟に関する事件並びに民事調停法及び特定債

務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の各規定による過料事件は、

第10部（建築・調停部）

（12）共通義務確認事件は、第3､ 第8、第9・第11から第13まで、第16

から第20まで及び第22から第25までの各部に順次配付する。ただし、第

5条第1項第11号の民事保全事件と、同保全事件に係る通常訴訟事件は、そ

れぞれ異なる部に配付する。

なお、既に配付された第5条第1項第11号の民事保全事件に関連する民事

保全事件は、同一部に配付する 。

2 普通事件は、第3、第8、第9、第11から第13まで、第16から第20

まで及び第22から第25までの各部に順次配付する。

3 普通事件の控訴事件は、第3、第8、第9、第11から第13まで、第16か

ら第20まで及び第22から第25までの各部に順次配付し、交通事件の控訴

事件は、第3、第8、第9、第11から第13まで、第15から第20まで及

び第22から第25までの各部に順次配付し、その他の専門事件の控訴事件は、

当該専門部に配付する。

なお、第17、第19及び第20の各部に配付した専門事件の控訴事件は、各

2件の割合による普通事件の控訴事件と算定する。

4 起訴前の証拠保全事件は、次のとおり配付する。
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（1）専門事件（医事関係事件等及び労働事件（行政事件（行ク）を除く。）を除

く。）に関するものは、第1項の規定に準じて配付する。

（2）普通事件（医事関係事件等を含む。）に関するものは、第3、第8、第9、

第11から第13まで、第16から第20まで及び第22から第25までの各

部に順次配付する。

（3）労働事件（行政事件（行ク）を除く。）に関するものは、第3、第8、第9、

第11から第13まで、第16から第20まで及び第22から第25までの各

部に順次配付する。

5 訴えの提起前における証拠収集の処分申立事件は、専門事件に関するもの

は、第1項の規定に準じて配付し、普通事件に関するものは第3、第8、第

9，第11から第13まで、第16から第20まで及び第22から第25ま

での各部に順次配付する。

なお、第17、第19及び第20の各部に配付した専門事件に関する事件

は、普通事件に関する事件としても1件と算定する。

6 執行抗告事件以外の抗告事件は、原裁判が第1項第1号、第2号及び第4号か

ら第11号までの事件と同種の事件に係るものは、その事件の種類に従って前

記の各号の専門部に配付し、その他のものは、第3、第8、第9、第11から

第13まで、第16から第20まで及び第22から第25までの各部に順次配

付する。

7 第1、第2、第4から第7まで、第10、第14､ 第15，第21及び第26

の各部には、前項に定めるもの及び第9条第1項の裁判部事務等検討委員会の

処置による場合のほか、専門事件以外の事件を配付しない。

8 第17、第19及び第20の各部に第5条第1項第15号の事件を配付したと

きは、各5件の割合による普通事件が配付されたものとして計算する。

9 第3、第8、第9、第11から第13まで、第16から第20まで及び第22

から第25までの各部に第5条第1項第11号の通常訴訟事件を配付したときは、
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各5件の割合による普通事件が配付されたものとして計算する｡

10 第3、第8､第9、第11から第13まで、第16から第20まで及び第2

2から第25までの各部に第5条第1項第11号の民事保全事件（保全異議、保

全取消しの申立て及び起訴命令の申立てを除く。）を配付したときは各1件の、

同保全異議事件を配付したときは各2件の、普通事件が配付されたものとして算

定するdただし、第5条第1項第11号の民事保全事件に関連するとして配付さ

れた民事保全事件は、民事保全事件としても普通事件としても算定しない。

11 事件の配付に当たっては、事件の当事者が5人までのものを1件、10人ま

でのものを2件、15人までのものを3件、20人までのものを4件、20人

を超えるものを5件と算定する。ただし、裁判部事務等検討委員会は、事情に

応じて、これと異なる調整の処置をすることができる。

12 裁判部事務等検討委員会は、司法修習生指導担当裁判官又は法科大学院への

派遣裁判官が所属する部に対する事件の配付について、特別の定めをすること

ができる。

13 次の各号に掲げる事件は、当該不服申立て又は再審の対象となった裁判をし

た部に配付する。

（1）控訴提起事件及びこれに付随する執行停止事件

（2）上告､ 飛躍上告又は抗告各提起事件及びこれらに付随する執行停止事件

（3）飛躍上告受理申立事件及びこれに付随する執行停止事件

（4）再審事件及びこれに付随する執行停止事件

（5）消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関す

る法律第46条に基づく異議の申立事件及びこれに付随する執行停止事件（た

だし、執行停止事件が異議後の訴訟事件の第1回口頭弁論期日終了後に申し立

てられた場合には、異議後の訴訟事件の係属部に配付する。）

14 差戻事件及びこれに付随する執行停止事件は、その余の専門事件及び普通事

件と区別して次のとおり配付する。
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（1）専門事件（租税事件、一般行政事件、人身保護事件､知的財産事件、医事関

係事件等（交通事件に該当する場合を除く。）及び共通義務確認事件を除

く。 ）は、第1項の規定に準じて配付する。

（2）租税事件及び一般行政事件は、第2部及び第7部（当該不服申立ての対象と

なった裁判をした部を除く。）に順次配付する。

（3）人身保護事件は、第3、第8、第9、第11から第13まで、第16から第

20まで及び第22から第25までの各部（当該不服申立ての対象となった裁

判をした部を除く。）に順次配付する。

（4）知的財産事件は、第21部及び第26部 (当該不服申立ての対象となった裁

判をした部を除く。）に順次配付する。

（5）医事関係事件等（交通事件に該当する場合を除く。）は、第17，第19及

び第20の各部（当該不服申立ての対象となった裁判をした部を除く。）に順

次配付する。

（6）共通義務確認事件は、第3、第8、第9、第11から第13まで、第16か

ら第20まで及び第22から第25までの各部（当該不服申立ての対象となっ

た裁判をした部を除く。）に順次配付する。

（7）普通事件は、第3、第8、第9、第11から第13まで、第16から第20

まで及び第22から第25までの各部（当該不服申立ての対象となった裁判を

した部を除く。）に順次配付する。

（8）普通事件の控訴事件は、第3、第8、第9、第11から第13まで、第16

から第20まで及び第22から第25までの各部(当該不服申立ての対象とな

った裁判をした部を除く。）に順次配付し､ 交通事件の控訴事件は、第3、第

8 、第9、第11から第13まで、第15から第20まで及び第22から第2

5までの各部（当該不服申立ての対象となった裁判をした部を除く 。）に順次

配付し、租税事件及び一般行政事件の控訴事件は、第2部及び第7部（当該不

服申立ての対象となった裁判をした部を除く。）に順次配付し、医事関係事件
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等（交通事件に該当する場合を除く。）の控訴事件は、第17、第19及び第

20の各部（当該不服申立ての対象となった裁判をした部を除く。）に順次配

付し、その他の専門事件の控訴事件は、当該専門部に配付する。

15 除斥及び忌避の事件は、申立てをされた職員の所属する部並びに申立てをさ

れた専門委員及び労働審判員の関与する事件が係属する部を除いて、第3、第

8、第9、第11から第13まで、第16から第20まで及び第22から第2

5までの各部に順次配付する。

16 民事訴訟法の規定による過料事件は、基本となる事件の係属中の部又は係属

した部に配付する。

17 テレビ会議システムを利用して行う証人等の尋問、和解の期日、弁論準備手

続の期日若しくは進行協議期日における手続又は書面による準備手続における

協議の各共助事件は、民事訟廷庶務係において処理する。

（関連事件の処理）

第7条 相関連する事件は、同一の部に配付する。

2 相関連する事件が数個の部に係属していることが判明したときは、関係各部が

協議の上、これを－つの部に集めることができる。

3 前2項の規定により関連事件を配付し、又は他に移した場合には、直後に受け

付けた新件で調整する。

（本案事件及び既済事件に関する各種申立事件の処理）

第8条 前2条により各部に係属する本案事件に関する各種申立事件は、本案事件

が係属する部に配付する。

2 正本（謄本）の交付、執行文の付与及び執行文付与に関する異議並びにこれら

に付随する執行停止その他既済事件（平成15年法律第109号により廃止さ

れた人事訴訟手続法に定める訴訟事件並びに離婚又は離縁の無効確認及び親族

法上の身分関係確定請求の訴訟事件（以下「人事事件」という。）を含む。）

に関する各種申立事件は、当該既済事件が係属していた部（記録が本案事件を
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担当する他の部に送付されたときは、当該他の部）に配付する｡

3 前項の部がないとき、及び仮既済とした事件について期日指定の申立てがあっ

たときは、これを新件とみなして、前2条の例により配付する。

（事件配付の停止等）

第9条 裁判官に病気その他長期の差し支えが生じたとき、一つの部に係属する事

件が著しく多数に達したとき、その他相当の理由があるときは、裁判部事務等

検討委員会は、相当の期間その部に対する事件の配付を全部若しくは一部停止

し、又はその部に係属する事件の全部若しくは一部を他の部に移すことができ

る。

2 事件配付の停止を解除した後に、その部の係属事件数が減少し、他の部との間

に著しく不均衡が生じた場合には、裁判部事務等検討委員会は、調整のために

必要な処置をとることができる｡

3 配付された事件を当該部で処理することが相当でないときは、裁判部事務等検

討委員会は、申出により､ これを他の部に移すことができる。この場合には、

直後に受け付けた新件で調整する。

（特殊大型事件の処理）

第9条の2 普通事件のうち、係属部からの申出により、次の各号の一に該当し、

その処理に多大の時間と労力を要するものどして裁判部事務等検討委員会が認

定した事件を特殊大型事件とする。

（1）争点が多く、事案が錯そうしている事件

（2）書証の数又は尋問予定の証人及び本人の数が膨大である事件

（3）当事者の数が膨大で、かつ、当事者の個別の事情が問題となる事件

（4）重要な社会的問題又は法令の解釈適用上困難な問題を含む事件

（5）事件進行上の負担が極めて大きい事件

2 部に配付された事件が前項により特殊大型事件と認定された場合において、当

該事件を他の部で処理させるのを相当とするときは、裁判部事務等検討委員会
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は、係属部からの申出により、第6条第2項に掲げる各部（第17、第19及

び第20の各部を除く。）のうち特殊大型事件が係属していない部に対して、

同項記載の順序に従い、当該事件を移すものとする。この申出は、事件が配付

された後、可及的速やかにしなければならない。

3 前項の定めにより事件を移す部がないときは、裁判部事務等検討委員会は、第

6条第2項に掲げる各部（第17、第19及び第20の各部を除く。）のうち

特殊大型事件の係属件数の少ない部に対して、同項記載の順序に従い、事件を

、移すものとする。

（特殊大型行政事件の処理）

第9条の3 租税事件及び一般行政事件のうち、係属部（第2部又は第7部）から

の申出により、前条第1項各号の一に該当し、その処理に多大の時間と労力を

要するものとして裁判部事務等検討委員会が認定したものを特殊大型行政事件

とする。

2 第2部又は第7部（租税・行政部) に配付された事件が前項により特殊大型行

政事件と認定された場合において、特殊大型行政事件を第2部及び第7部に交

互に係属させるため必要があり、かつ､当該事件を係属部以外の租税・行政部

で処理させるのを相当とするときは、裁判部事務等検討委員会は、係属部から

の申出により、当該事件を他の租税・行政部に移すものとする。この申出は、

事件が配付された後、可及的速やかにしなければならない。

第3章 裁判官の配置、開廷日割及び代理順序

（裁判官の配置及び開廷日割）

第10条 裁判官の配置及び各部の開廷日割は、別表1のとおりとする。

2 所長は、新任判事補（判事補のうち、最初に任命された日から3年に達する日

以降の最初の3月31日を経過していない者をいう。以下同じ。）の研さんの
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ためく当該判事補（刑事部配置の者を含む。）に対し、期間又は日を定めて、

第1、第6及び第14の各部の裁判事務を取り扱わせることができる。

3 第17，第19若しくは第20の各部が第5条第1項第15号に掲げる事件を

調停に付したとき、又は第21部若しくは第26部がその部の事件を調停に付

したときは、当該事件の第10部における処理に限り、調停に付した部に所属

する裁判官のうち当該部の指定する者を第10部所属の裁判官とみなす。

4 第5条第1項第10号に掲げる事件について調停が申し立てられたときは、当

該事件の第10部における処理に限り、第21部又は第26部に所属する裁判

官のうちそれぞれの部の指定する者を第10部所属の裁判官とみなす。

5 第5条第1項第15号に掲げる事件について調停が申し立てられたときは、当

該事件の第10部における処理に限り、第17，第19又は第20の各部に所

属する裁判官のうちそれぞれの部の指定する者を第10部所属の裁判官とみな

す。

6 第4部が第5条第1項第9号に掲げる事件を調停に付した場合又は同号に掲げ

る事件について調停が申し立てられた場合において、第4部と第10部の協議

により第4部に所属する裁判官が処理することを相当と認めたときは、当該事

件の第10部における処理に限り、第4部に所属する裁判官のうち同部の指定

する者を第10部所属の裁判官とみなす。

7 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第2条第3項に規定す

る特定調停の申立事件であって法人の私的整理に関するものについて、第6部

と第10部との協議により第6部に所属する裁判官が処理することを相当と認

めたときは、当該事件の第10部における処理に限り、第6部に所属する裁判

官のうち同部の指定する者を第1 0部所属の裁判官とみなす。

（調停主任）

第11条 第10部所属の裁判官を民事調停法第7条第1項の調停主任とする。

2 本庁勤務の民事調停官を民事調停法第23条の3第2項、第7条第1項の調停
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主任とする。

（労働審判官）

第11条の2 第5部所属の裁判官を労働審判法第8条の労働審判官とする。

（裁判事務の代理）

第12条 裁判事務の代理は、次のとおりとする。

（1）部の裁判官に差し支えがあるときの裁判事務については、その裁判官が所属

する部の他の裁判官が代理し、これによることができないときの代理関係

は、別表2のとおりとする。

（2）前号の規定によることができないときは、所長が指名する裁判官が代理す

る。

（3）夏期休廷期間中における代理関係は、本庁民事部の裁判官の協議によって定

める。
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（第2編（本庁民事部）第3章第1 0条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部）

裁 判 官

(毎日）

治
志

昭
義

平
郎

孝
子

太
樹

奈
奈

栄
匡

貴
卓

康
克

佳
佑

雅
幸

乃

松
斗

村
秦

橋
佐

永
谷

上

〃

〃

〃

本
藤

澤
藤

岡

〃

〃

士ロ

〃

伊
北

枚
松

島
』

横
宮

藤
金水火月

〃

〃

■■

'■■
一

〃

本
崎

〃

〃

第2民事部（租税・行政部）

裁 判 官

典
陽

享
ま

康
翔

子
介

司
や

平

田

崎
村

森
本

岡

〃

〃

小〃

(兼）橋

片

〃

子〃

第3民事部（普通部）（月火木金）
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代
行

子
幸

子衣
賀

義
温

敏
夢

田
島

田
田

上
高

神
林

南

裁 判 官

(兼）〃

〃

〃

〃

(火水木金）第4民事部（商事部）

裁 判 官 谷 口 哲 也

高 原 大 輔

黒 田 吉 人

白 石 大 樹

〃

〃

〃

第5民事部（労働部）

裁 判 官

(毎日）

中 島

尾 河 吉

蒲 田 祐

山 中 洋

植 村 一

岡 野 慎

近 江 弘

小 暮 紀

崇
久

〃

〃

美
仁

也
行

幸

〃

〃

〃

〃

〃

(毎日）第6民事部（倒産部）

裁 判 官

彰
和

輔
一

真

邦
宗

雄
和

尾
澤

田
川

本

中
吉

原
簔

森

〃

〃

〃

〃

第7民事部(租税・行政部）（月火木金）
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徳裁 判 官

淳
之

人
永

地
木

村

裕
雅

紗

三〃

中
奥

〃

田〃

第8民事部（普通部）

裁 判 官

(月水木金）

三 村 憲 吾

上 田 瞳

佐 野 文 規

大 場 悠 生

〃

〃

〃

第9民事部（普通部）

裁 判 官

(火水木金）

達 野

古 賀

角 田

近 藤

き
武

紀
貴

ゆ

英
裕

友

〃

〃

〃

第10民事部（建築・調停部）（毎日）

裁 判 官 谷

〃 安

〃 大

〃 塚

〃 楠

村
木

和
本

武

則
進

之
久

輔

隆
晴

大

第11民事部（普通部）（月水木金）

裁 判 官

謙
一

康
輝

谷
中

城
矢

荒
田

結
高

介
孝

介

〃

〃

乃〃

第12民事部（普通部）（月火水金）
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祐 輔

智 之

智 彦

翔 太

大
木

大
須

裁 判 官

野
山
‐
谷

〃

〃

田〃

第13民事部（普通部）
･

裁 判 官

(火水木金）

成 田

西 村

那 波

田 島

晋
甲

郁
花

司

児
香

菜

〃

〃

〃

第14民事部（執行部）

裁 判 官

(毎日）

島
上

浪
中

倉

高
野

松
田

名

行
一

一
香

亨

義
誠

聖
春

〃

〃

〃

〃

第15民事部（交通部）

裁 判 官

(毎日）

紀 子

由 紀

謙 英

菜有子

哲 哉

憲 太

祐 貴

裕 矢

一・輝

千 愛

鈴
中

中
深

賀
高

伊

木
武

嶋
見

来
橋

藤
野

見

〃

〃

〃

〃

〃

〃

川〃

浅
上

〃

一ｍｍ一〃
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第16民事部（普通部）

裁 判 官

(月水木金）

山 本 拓

鈴 木 千恵子

坂 本 雅 史

山 下 栞 菜

(月火水木）

堀 部 亮 一

皆 川 更

宮 端 謙 一

（兼）小西池 将

上 寺 紗也佳

(月火水金）

宮 崎 朋 紀

長 丈 博

三 浦 裕 輔

（兼）小 森 ま や

根 間 玄 実

(毎日）

大 森 直 哉

久保田 千 春

佐々木 淑 江

士 肥 大 致

(月火水金）

林 潤

丸 山 水 穂

植 野 賢太郎

〃

〃

〃

第17民事部（医事部）
●

裁 判 官

〃

〃

〃

〃

第18民事部（普通部）

裁 判 官

〃

〃

〃

〃

第19民事部（医事部）

裁 判 官

〃

〃

〃

第20民事部（医事部）

裁 判 官

〃

〃
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後 藤 麻 里〃

(知的財産権部）（火木）第21民事部（知的

裁 判 官 充 康

右 起

美喜子

太 一

松 川

阿波野

島 田

西 尾

〃

(兼）〃

〃

第22民事部（普通部）

裁 判 官

(火水木金）

松 本 展

村 瀬 洋

寺 田 幸

清 水 康

幸
朗

平
平

〃

〃

〃

第23民事部（普通部）

裁 判 官

(月火水木）

齋 藤 毅

黒 田 香

佐 藤 いぶき

尾 藤 淳 哉

〃

〃

〃

第24民事部（普通部）

裁 判 官

(月火木金）

村
中

井

武 範

耕 一

葉 月

幸 生

野
山

仲
村

〃

〃

田〃

第25民事部（普通部）

裁 判 官

(火水木金）

膳 野 旭

宮 崎 純一郎

岡 田 恵 梨

河 井 沙 織

〃

〃

〃

30

31



第26民事部（知的財産権部） (月木）

裁 判 官 松阿彌

島 田

(兼）阿波野

(兼）西 尾

隆
子

起
一

・
・
一
号美
右

太

〃

'

〃

〃

、

〆
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(第2編（本庁民事部）第3章第12条第1号）

別表2

部
部

部
部

部
部

部
部

部
部

部
部

部
部

部
部

部
部

部
部

部
部

部
０

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

各
１

２
３

４
５

６
７

８
９

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

２
２

２
第

第
第

第
第

第
第

第
第

第
第

第
第

第
第

第
第

第
第

第
第

第

代理部

第14部

第7部

第8部

第6部又は第15部

第2部又は第7部

第4部又は第15部

第2部

第3部

第11部

第6部

第9部

第13部

第12部

第1部

第4部又は第6部

第18部

第19部

第16部

第20部

第17部

第26部

第23部
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部
部

部
部

２
５

４
１

２
２

２
２

第
第

第
第

第23部

第24部

第25部

第26部

k

、

｡■
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第 3 編 本 庁 刑 事 部

第1章 通 則

（部の設置）

第13条 本庁刑事部に第1から第15までの各部を置く。

（定義）

第14条 この編において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるとこ

ろによる。

（1）普通部 第1から第9まで、第11，第13から第15までの各部をいう。

（2）租税部 第12部をいう。

（3）令状部 第10部をいう。

（4）裁判員事件 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」と

いう。）第2条第1項各号に規定する事件をいう。

（5）通常合議事件 裁判員事件以外の法定合議事件をいう。

（6）租税事件 各種税法違反訴訟事件をいう。ただし、関税法違反訴訟事件を除

く。

（7）普通事件 裁判員事件、通常合議事件及び租税事件以外の訴訟事件をいう。

（8）特別配付事件 裁判員事件、通常合議事件及び普通事件のうち、事案が複雑

困難な事件又は多数回の開廷が見込まれる事件について、当該事件の係属部か

らの申出により、裁判部事務等検討委員会が特別配付相当と認定した事件をい

I

”

フ。

（9）即決裁判事件 刑事訴訟法第350条の16により起訴と同時に即決裁判手

続の申立てがあった事件をいう。

(10）処遇事件 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律（以下「医療観察法」という。）第3条第’項に規定する事
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件をいう。

第2章 裁 判 事 務 の 分 配

（訴訟事件の配付）

第15条 訴訟事件は、特に定めるもののほか、裁判員事件、通常合議事件、一人

制事件の区別に従い､ それぞれ次の各部にその記載の割合で順次配付する。

（1）裁判員事件

普通部及び租税部 各1

（2）通常合議事件

普通部及び租税部 各1

（3）一人制事件

租税部､ 第13部及び第15部 各9

第5部 8
． ､

上記以外の普通部 、 各5

2 租税事件及びこれと併せて起訴された裁判員事件､ 通常合議事件又は普通事件

は、租税部に、即決裁判事件は、第15部に配付する。

3 前2項の事件の配付に当たっては、起訴状ごとに被告人の数に応じ1人をもっ

て1件と算定し、租税事件の1件は、普通事件3件と計算する。

4 特別配付事件は、特別配付相当認定ごとに、普通部及び租税部に順次配付替え

する。

5 前項の規定に基づき配付替えがされた場合には、事件を他に移した部につい

て、裁判員事件、通常合議事件又は普通事件の区別に従い、直後に受け付けた

新件で調整する。

6 裁判部事務等検討委員会は、司法修習生指導担当裁判官又は法科大学院への派

遣裁判官が所属する部に対する事件の配付について、特別の定めをすることが
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できる。

7 第1項の規定により事件を配付し、又は第4項の規定により事件を配付替えす

るに当たり、事件の配付を受けるべき部に所属する裁判官がその事件（租税事

件を除く。）につき勾留状の発付その他の勾留に関する請求に係る処分、少年

法第17条、第20条若しくは第43条の処分、国際的な協力の下に規制薬物

に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法

等の特例等に関する法律（以下「麻薬特例法」という。）第5章の保全に関す

る処分、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下「組織

的犯罪処罰法」という。）第4章の保全に関する処分又は不正競争防止法第8

章の保全に関する処分をしたもの及び刑事訴訟法の準抗告事件（他の法令にお

いて刑事訴訟法の準抗告手続の例によるとされるものを含む。）の裁判をした

ものであるときは、それらの事件を次順位の部に配付し、又は配付替えし、そ

れぞれ直後に受け付けた新件又は特別配付事件で調整する｡

（指定弁護士が起訴した事件の配付）

第15条の2 指定弁護士(検察審査会法第41条の9第1項の指定を受けた弁護

士をいう。）が公訴を提起した事件は、租税事件を含むものは、租税部に、そ

の他のものは、普通部に順次配付する。ただし、即決裁判事件は、第15部に

配付する。その配付に関する事項は、本庁刑事部の裁判官の協議によって定め

る。

（再審請求事件及び差戻事件の配付）

第16条 再審請求事件及び差戻事件は、それぞれ、裁判員事件、通常合議事件、

一人制事件の区分に従い、原裁判をした部以外の部（令状部を除く。）に順次

配付する。ただし、租税事件を含む事件は、租税部に配付する。

2 再審開始決定が確定した事件は、裁判員事件、通常合議事件、一人制事件の区

分に従い、原裁判をした部及び再審開始決定をした部以外の部（令状部を除

く。）に順次配付する。ただし、租税事件を含む事件は、租税部に配付する。
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その配付に関する事項は、本庁刑事部の裁判官の協議によって定める。

（処遇事件の配付等）

第16条の2処遇事件のうち医療観察法第33条第1項並びに第59条第1項及

び第2項による申立事件は、特に定めるもののほか、令状部を除く各部に順次配

付する。ただし、同法第59条第1項又は第2項による申立事件については、同

条掲記の決定をした部がある場合には、その部に配付する。

2 医療観察法第49条第1項、第2項、第50条、第54条第1項、第2項若し

くは第55条による申立事件又は競合する処分の調整の申立て（同法第76条第

1項若しくは第2項）に係る事件は、前項による配付とは別に、令状部を除く各

部に順次配付する｡ ただし､その対象者（同法第2条第3項に規定する者をい

う。以下同じ。）.について、これらの処遇事件又は同法第33条第1項、第59

条第1項若しくは第2項による申立てに対し決定をした部がある場合には、直近

にそれらの決定をした部に配付する。

3 処遇事件の係属する裁判所の合議体の構成員である裁判官が、医療観察法第4

1条第1項の決定をしたときは、当該裁判官が所属する部の裁判官で構成する合

議体により、同法第40条第1項第1号の事由に該当するか否かについての審理

及び裁判を行う。

4 医療観察法第68条第2項本文又は第71条第2項後段による差戻事件は、第

1項の規定に準じ、原裁判をした部以外の部に順次配付する。

5 医療観察法第34条第1項前段又は第60条第1項の鑑定入院命令に関する処

分は、同法第33条第1項、第59条第1項若しくは第2項による申立事件の配

付を受けた部において処理する。ただし、休日（裁判所の休日に関する法律に規

定する裁判所の休日をいう6以下同じ。）は、準抗告申立事件の休日当番部（第

19条第4項の規定により、刑事部裁判官が協議して定める部をいう。）におい

て処理する。

（除斥、忌避及び回避事件の配付）
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第17条 除斥、忌避及び回避の事件並びに心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則第8条

第1項の除斥の決定に係る事件は、令状部を除く各部に順次配付する。ただし、

事件の配付を受けるべき部が忌避申立てされた職員、回避の申立てをした職員又

は除斥事由の存否が問題となっている職員の所属する部であるときは、次順位の

部に配付し、直後に受け付けた新件で調整する。

（令状事件、勾留に関する処分等の処理）

第18条 各種の令状請求事件、第1回公判期日前の勾留に関する処分、被疑者に

付する国選弁護人の選任及び解任に関する処分、麻薬特例法の保全に関する処

分（第5章の保全に関する処分については第1回公判期日後のものを、麻薬特

例法第23条の規定により組織的犯罪処罰法第6章の規定による共助の例によ

るとされる場合については審査請求後のものを除く。以下この条において同

じ。）の請求事件、組織的犯罪処罰法の保全に関する処分（第4章の保全に関

する処分については第1回公判期日後のものを、第6章の保全に関する処分に

ついては審査請求後のものを除く。以下この条において同じ。）の請求事件、

不正競争防止法の保全に関する処分（第8章の保全に関する処分については第

1回公判期日後のものを、不正競争防止法第40条の規定により組織的犯罪処

罰法第6章の規定による共助の例によるとされる場合については審査請求後の

ものを除く。以下この条において同じ。）の請求事件及び刑事訴訟法第179

条第1項、第187条の2、第226条又は第227条第1項による請求事件

並びに共助事件は、第2項に定める場合を除き、令状部が処理する。ただし、

令状部以外の部が準抗告審として発付した勾留状に係る第1回公判期日前の勾

留理由開示の手続は、当該部が処理する。

2 勤務時間外に受理した令状請求事件、第1回公判期日前の勾留に関する処分、

被疑者に付する国選弁護人の選任及び解任に関する処分、麻薬特例法の保全に

関する処分の請求事件、組織的犯罪処罰法の保全に関する処分の請求事件並び
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に不正競争防止法の保全に関する処分の請求事件は､ 休日の午前9時から午後

5時までは日直裁判官が､ 平日及び休日の午後5時から翌朝午前9時までは宿

直裁判官が､ それぞれ処理する。

3 日直裁判官には、刑事部裁判官（大阪地方裁判所司法行政事務処理規程第21

条第3項第1号及び第2号の所長代行者である者並びに同規程第22条の刑事

上席裁判官である者を除く。以下この項において同じ。）、民事部配置の新任

判事補及び新任判事補以外の民事部裁判官（部の事務を総括する裁判官（以下

この項及び次条において「部総括裁判官」という。）及び部総括裁判官が所長

代行者である場合に部総括裁判官を第1順位で代理する裁判官を除く。）のう

ち宿直を担当しない裁判官を充て、宿直裁判官には、刑事部裁判官、民事部裁

判官（部総括裁判官及び部総括裁判官が所長代行者である場合に部総括裁判官

を第1順位で代理する裁判官を除く。）、堺支部勤務の裁判官（堺支部長及び

民事部の総括裁判官を除く 。）、大阪簡易裁判所裁判官（65歳未満の者に限

る°）及び堺簡易裁判所裁判官（65歳未満で、大阪簡易裁判所判事の職務代

行を命ぜられた者に限る。）を充てる。ただし、大阪簡易裁判所裁判官（職務

代行裁判官を含む。）は、第39条第4項により《令状等の請求先が大阪簡易

裁判所とされたものについて、その処理を行う。

4 判事及び判事の権限を有する判事補は、日直又は宿直当番中に限り、大阪地方

裁判所管内の簡易裁判所の裁判官の職務をも行うものとする｡

5日直又は宿直に関する事項は、第3項に規定する裁判官が協議して定める。

（傍受の原記録の保管事務の処理）

第18条の2 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（以下「通信傍受法」とい

う。）に基づく傍受の原記録の保管に係る事務（同法第30条第2項ただし書

（同条第3項後段において準用する場合を含む。）の処分を含む。以下「傍受

の原記録保管事務」という。）は、令状部の部総括裁判官が処理する。同裁判

官に差し支えがあるときは、令状部所属の裁判官 (判事又は判事の権限を有す
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、

る判事補に限る。）が、別表3記載の順序により、その事務を処理する。

2 執務時間外に傍受の原記録を使用する必要が生じた場合には、日直又は宿直の

裁判官（判事又は判事の権限を有する判事補に限る｡） が傍受の原記録保管事

務を処理する。

3 緊急の必要のため前2項によることができないときは、所長が指名する裁判官

が傍受の原記録保管事務を処理する。

（その他の事件の配付）

第19条 刑事補償請求事件、刑事訴訟法第188条の3、第362条、第500

条、第501条及び第502条による申立事件並びに総合法律支援法第39条

第3項による申立事件は、本案の裁判をした部に配付する。ただし、本案の裁

判をした部が第21条第4項に規定する部であるときは、令状部を除く各部に

順次配付する。

2 刑事訴訟法第262条による付審判請求事件は、令状部を除く各部に順次配付

する。

3 刑事訴訟法第2‘66条第2号の決定により審判に付された事件は、当該決定を

した部以外の部（令状部を除く。）に順次配付する。その配付に関する事項

は、本庁刑事部の裁判官の協議によって定める。

4 刑事訴訟法の準抗告事件（他の法令において刑事訴訟法の準抗告手続の例によ

るとされるものを含む。）及び児童福祉法第33条の一時保護状請求却下の裁

判に対する取消請求事件は、令状部を除く各部に順次配付する。その配付及び

処理に関する事項は、本庁刑事部の裁判官の協議によって定める。

5 刑の執行猶予の言渡取消請求事件は、必要的取消し又は裁量的取消しの分類別

に、令状部を除く各部に順次配付する。

6 刑事訴訟法第96条第3項の請求事件は、本案の裁判をした部に配付する。た

だし、本案の裁判をした部が第21条第4項に規定する部であるときは、令状

部を除く各部に順次配付する。
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7 刑事訴訟法第222条第7項の処分の請求事件は、令状部を除く各部に順次配

付する。ただし、本案が係属しているときは、本案が係属している部に配付す

る。本項本文の配付に関する事項は、本庁刑事部の裁判官の協議によって定め

る。

8 組織的犯罪処罰法第62条第1項（麻薬特例法第23条により組織的犯罪処罰

法第6章の規定による共助の例によるとされる場合及び不正競争防止法第40

条により組織的犯罪処罰法第6章の規定による共助の例によるとされる場合を

含む。）の審査請求事件は､ 令状部を除く各部に順次配付し、同法第65条第

1項（麻薬特例法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の規定による共助の

例によるとされる場合及び不正競争防止法第40条により組織的犯罪処罰法第

6章の規定による共助の例によるとされる場合を含む。）の取消請求事件は、

当該決定をした部に配付する。本項前段の配付に関する事項は、本庁刑事部の

裁判官の協議によって定める。

9 更生保護法第52条第6項の規定による特別遵守事項の設定又は変更に関する

求意見に係る事務は、令状部を除く各部が順次処理する。ただし、その保護観

察を言い渡した部がある場合は、その部が処理する。

10 裁判員法第3条第1項の対象事件からの除外請求（職権に係るものを含

む。） 事件、同法第3条の2第1項の対象事件からの除外請求（職権に係るも

のを含む。）事件、同法第35条第1項（同法第38条第2項、第47条第2

項及び第92条第2項において準用する場合を含む。）の異議申立事件､ 同法

第41条第1項の裁判員又は補充裁判員の解任請求事件（同条第2項の規定に

より送付を受けた事件に限る。）、同法第42条第1項の異議申立事件、同法

第43条第2項の通知に係る裁判員又は補充裁判員の解任の事件及び第94条

第1項の異議申立事件は、その本案である裁判員事件が係属している部（以下

この項において「本案係属部」という。）に配付し、令状部所属の裁判官のう

ち同部の指定する者（以下この項において「令状部裁判官」という。）が処理
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する。これらの事務の処理に限り、令状部裁判官を本案係属部所属の裁判官と

みなす｡

11 検察審査会による指定弁護士の指定又はその取消しに関する事務（受訴裁判

所の権限に属するものを除く。）は､令状部が処理する。

12 平成30年5月16日付け最高裁刑二第199号刑事局長、家庭局長、総

務局長、経理局長通達「刑事訴訟法第157条の6第2項に規定する方法によ

る証人等の尋問等の手続について」により、共助事件に準じて取り扱われる嘱

託は、令状部を除く各部に順次配付する。

（関連事件等の処理) 、

第20条 相関連する事件は、同一の部に配付することができる。その配付に関す

る準則は、本庁刑事部の裁判官の協議によって定める。

2 相関連する事件その他併合審理を相当とする事件が数個の部に係属しているこ

とが判明したときは、関係各部が協議の上、これを一つの部に集めることがで

きる。

3 前2項の規定により関連事件を配付し、又は他に移した場合には、直後に受け

付けた新件で調整する。

（事件配付の停止等）

第21条 裁判官に病気その他長期の差し支えが生じたとき、一つの部に係属する

事件が著しく多数に達したとき、その他相当の理由があるときは、裁判部事務

等検討委員会は、相当の期間その部に対する事件の配付を全部若しくは一部停

止し、又はその部に係属する事件の全部若しくは一部を他の部に移すことがで

きる。

2 事件配付の停止を解除した後に、その部の係属事件数が減少し、他の部との間

に著しい不均衡が生じた場合には､裁判部事務等検討委員会は、調整のために

必要な処置をとることができる。

3 配付された事件を当該部で処理することが相当でないときは、裁判部事務等検

I
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討委員会は、申出により､ これを他の部に移すことができる。この場合には、

直後に受け付けた新件で調整する。

4 第4部､第9部及び第11部には、当分の間、事件を配付しない。

第3章 裁判官の配置、開廷日割及び代理順序

（裁判官の配置及び開廷日割）

第22条 裁判官の配置及び各部の開廷日割は、別表3のとおりとする。

2 所長は、新任判事補の研さんのため、当該判事補（民事部配置の者を含む。）

に対し、期間又は日を定めて、令状部の裁判事務を取り扱わせることができ

る。

（裁判事務の代理）

第23条 裁判事務の代理は、第18条の2に定めるもののほか、次のとおりとす

る。

（1）令状部を除く各部の代理関係は、別表4のとおりとし、夏期休廷期間中は、

代理関係にある開廷部が順位に従って代理する。

（2）令状部の裁判官に差し支えがあるときは、所長が指名する裁判官が代理す

る。

（3）普通部、租税部又は令状部の裁判官に差し支えがあり、合議体を構成するこ

とができないときは、所長が指名する裁判官が代理する。
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（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割

第1刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

加 藤

高 橋

水 城

陽
介

花那
俊

真

〃

〃

第2刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

近 道

冨 岡

新池谷

暁 郎

健 史

圭 輝

〃

〃

第3刑事部 (普通部）

裁 判 官

(毎日）

真理子

由 雅

貴 大

山
井

元

御
辻

善

〃

〃

第4刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

井 上 直 哉

(兼）高 橋 俊 介

(兼）水 城 真那花

〃

〃

第5刑事部（普通部）
l

裁 判 官

(毎日）

輪
河

木
崎

志
与

門
歩

篤
民

紫

三

堀
鈴

〃

〃

里

一ｍｍ一〃
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第6刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

山 田 裕

藤 永 祐

川 崎
文

介
陽

〃

〃

第7刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

伊 藤 寛 樹

増 尾 崇

加 賀 潮 美

〃

〃

第8刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

辛 島 明

角 田 康 洋

岩 崎 由莉耶

〃

〃

第9刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

ｊ
ｊ

ｊ

兼
兼

兼
く

く
く

井 上 直 哉

高 橋 俊 介

水 城 真那花

〃

〃

第10刑事部（令状部）

裁 判 官

(毎日）

部
澤

仙
納

舍
郷

池
田

西
渡

三
立

新
比

六
小

吉

市
節

早
亜

昌

郎
史

矢
美

志
紀

将
開

〃

〃

〃

〃

和〃

〃

〃

第11刑事部（普通部） (毎日）
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上 直 哉

橋 俊 介

城 真那花

(兼）井

(兼）高

(兼）水

裁 判 官

〃

〃

第12刑事部（租税部）

裁 判 官

(毎日）
1

三 緒

太 朗

真理子

真 吾

村
井

木

三

中
鈴

黒

〃

〃

川〃

第13刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

荒 木 未 佳

水 落 桃 子

沼 田 晃 一

吉 田 純

〃

〃

〃

第14刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

大 森 直 子

倉 成 章

大 川 未 来

〃

〃

第15刑事部（普通部）

裁 判 官

(毎日）

末 弘 陽 一

南 うらら

深 見 翼

堀 田 ら な

〃

〃

〃
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(第3編（本庁刑事部）第3章第23条第1号）I

別表4

刑 事 各 部 の 代 理 関 係

代理部各部 第1順位 第2順位 第3順位
|'

第6部 第3部 第8部第1部

第3部 第8部 第6部第2部

第2部 第7部 第1部第3部

第15部 第14部 第12部第5部

第1部 第2部 第7部第6部

第8部 第6部 第3部第7部

第7部 第1部 第2部第8部

第15部 第14部第13部第12部

第13部 第12部 第15部 第5部

第5部第14部 第15部 第13部

第15部 第5部 第14部 第12部
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第 4 編 支 部

第1章 堺 支 部

（裁判官の配置)

第24条 堺支部における裁判官の配置は、次のとおりとする。

第1民事部A

裁 判 官 横 田 昌 紀

真 田 尚 美

一 花 有香里

(兼）大 寄 悦 加

(兼）山 田 裕 章

丹 治 雅 文

弓

〃

〃

〃

〃

〃

第1民事部B

裁 判 官 (兼）桑 原

(兼）真 田

大 寄

(兼）山 崎

山 田

(兼）－ 花

山 口

(兼）鴫 村

(兼）丹 治

直 子

尚 美〃

悦 加〃

志
章

里
子

寿
文

香
岳

裕
有

愛
弥

雅

〃

〃

〃

〃

〃

〃

第1民事部C

裁 判．官 (兼）横 田 昌 紀

惣 脇 美奈子〃
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藤
田

澤
村

口
村

治

佐
塚

吉
楠

中
山

嶋
丹

克 則

奈 保

暁 子

真由子

公 大

愛 子

弥 寿

雅 文

〃

〃

〃

〃

〃

ｊ
ｊ

ｊ

兼
兼

兼
く

く
く

〃

〃

〃

第2民事部

裁 判 官 直 子

岳 志

弥 寿

桑 原

山 崎

嶋 村

〃

〃

第1刑事部

裁 判 官 藤 原

今 野

清 水

美弥子

藍

瑛 夫

〃

〃

第2刑事部

裁 判 官 武 田 ‘ 正

井 谷 喬

橋 本 泰 一

〃

〃

(裁判事務の分配）

第25条 堺支部における裁判事務の分配は、次のとおりとする。

（1）堺支部又は岸和田支部勤務の職員に対する除斥又は忌避の事件中、 民事事件

に関するものは、第1民事部A、第2民事部の順に、刑事事件に関するもの

（回避事件を含む。）は、第1刑事部、第2刑事部の順に、それぞれ配付す

る。
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ただし､ 事件の配付を受けるべき部が忌避申立てされた職員、除斥事由の存

否が問題となっている職員（刑事事件に関するものについては回避の申立てを

した職員を含む。）の所属する部等であるときは、他の部に配付し、直後に受

けた新件で調整する。

堺支部及び岸和田支部管内の簡易裁判所勤務の裁判官に対する除斥又は忌避

の事件中､ 民事事件に関するものは、第1民事部A、第2民事部の順に、刑

事事件に関するもの（回避事件を含む。）は、第1刑事部、第2刑事部の順

に、それぞれ配付する。

堺支部及び岸和田支部並びに同各支部管内の簡易裁判所の専門委員に対する

除斥又は忌避の事件は､ 第1民事部A、第2民事部の順に配付する。

（2）民事訴訟事件及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律関係事件

は、第1民事部Aに5分の3、第2民事部に5分の2の割合で、順次配付す

る。

（3）民事執行事件、民事保全事件（異議及び取消事件を含む。）、破産、再生、

会社更生及び特別清算事件、民事調停事件（他の部が当該部の裁判官による

調停に付した事件を除く。）、仲裁法に規定する事件、調停による国際的な

和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第5条に基づく国際和解

合意の執行決定申立事件、商事非訟、民事非訟、借地非訟事件（過料事件を

含む。）及び公示催告事件、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律第4章に定める保護命令申立事件、保護命令の効力停止の申立事

件及び保護命令の取消申立事件並びに証拠保全事件（民事訴訟法第235条

第1項ただし書により受訴裁判所に申し立てなければならないものを除

く。）及び訴え提起前における証拠収集の処分の申立事件は、第1民事部B

に配付する。

（4）基本となる事件のある民事雑事件は、基本となる事件が係属し又は係属した

部に配付する。基本となる事件のない民事雑事件（証拠保全事件及び訴えの
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提起前における証拠収集の処分申立てを除く。） 及び共助事件は、第1民事

部Aに配付する。

（5）一時保護状請求却下の裁判に対する取消請求事件は、第1民事部Cに配付す

る。ただし、裁判官に差し支えがあるときの代理は、堺支部所属の裁判官の協

議によって定める。

（6）刑事訴訟事件のうち、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第1項

各号に規定する事件及びそれ以外の法定合議事件並びに一人制事件は、各事件

ごとに、第1刑事部に2分の1，第2刑事部に2分の1の割合で順次配付する。

（7）刑事訴訟法第429条の準抗告事件（他の法令において刑事訴訟法第429

条第1項の請求に係る手続の例によるとされるものを含む。）は、堺支部所

属の裁判官の協議によって定める。

（8）令状事件は、堺支部及び堺簡易裁判所所属の裁判官の協議によって定める。

（9）平成30年5月16日付け最高裁刑二第199号刑事局長、家庭局長、総務

局長、経理局長通達「刑事訴訟法第157条の6第2項に規定する方法による

証人等の尋問等の手続について」により、共助事件に準じて取り扱われる嘱託

は、第1刑事部に2分の1，第2刑事部に2分の1の割合で順次配付する。

（10）前9号に定める場合を除き、民事事件は第1民事部A、第2民事部に順

次、刑事事件及び医療観察法第33条第1項又は第59条第1項若しくは第

2項の申立てを受けた地方裁判所の裁判官が行う事務は第1刑事部、第2刑

事部に順次、それぞれ配付する。

2 判事及び判事の権限を有する判事補は、日直当番中に限り、大阪地方裁判所管

内の簡易裁判所の裁判官の職務をも行うものとする。

（事件配付の停止等）

第25条の2 裁判官に病気その他長期の差し支えが生じたとき、一つの部に係属

する事件が著しく多数に達したとき、その他相当の理由があるときは、支部裁

判事務調整委員会は、相当の期間その部に対する事件の配付を全部若しくは一
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部停止し、又はその部に係属する事件の全部若しくは一部を他の部に移すこと

ができる。

2 事件配付の停止を解除した後に､ その部の係属事件数が減少し、他の部との間

に著しく不均衡が生じた場合には、支部裁判事務調整委員会は、調整のために

必要な処置をとることができる。

3 配付された事件を当該部で処理することが相当でないときは、支部裁判事務調

整委員会は、申出により、これを他の部に移すことができる。この場合には、

直後に受け付けた新件で調整する。

（裁判事務の代理）

第26条 裁判事務の代理は、次のとおりとする。

（1）各部は、裁判事務につき、次のとおり相互に代理する。

第1民事部A又は第1民事部Bと第2民事部

第1刑事部と第2刑事部

第1刑事部又は第2刑事部と第1民事部A若しくは第1民事部B又は第2民

事部

（2）各部の裁判官に差し支えがあるときは、堺支部長が指名する裁判官が代理す

る。

（3）部の事務を総括する裁判官が差し支えのため裁判長の職務をとることができ

ないときは、その部に所属する裁判官が、第24条に記載する順序により、

その職務を行う。

（4）緊急の必要のため前号の規定によるこ とができないときは、堺支部長が指名

する裁判官が代理する。

（5）堺支部の裁判官が代理することができないときは、所長が指名する裁判官が

代理する。

（6）夏期休廷期間中における代理関係は、堺支部の裁判官の協議によって定め

る。
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（開廷日割及び日直）

第27条 堺支部の裁判官の開廷日割及び日直に関する事項は、同支部所属の裁判

官及び堺簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の協議によって定める。

I
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第2章 岸 和 田 支 部

（裁判事務の分配）

第28条 岸和田支部における裁判事務の分配は、和田支部における裁判事務の分配は、次のとおりとする。

裁 判 官 和久田 斉

他の裁判官の担当する事件を除くその余の民事事件

・裁 判 官 田 中 幸 大

刑事公判事件（再審請求事件を含む。）の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条第1項若しくは第2項の申立

てを受けた地方裁判所の裁判官が行う事務の2分の1

更生保護法第52条第6項の規定による特別遵守事項の設定又は変更

に関する求意見に係る事務の2分の1

前記事件のほか、他の裁判官の担当する事件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取得事件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2分の1

民事非訟事件（本条において別に定める場合を除く。）の3分の1

裁 判 官 栩 木 純 一

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。）の31分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三者からの情報取得事件を除く民

事執行事件の3分の1

民事保全事件（特定電気通信による情報の流通によって発生する権利

侵害等への対処に関する法律（平成13年法律第137号）第4章に

定める発信者情報開示命令事件並びにそれに付随する提供命令事件及
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び消去禁止命令事件を含む。）の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立事件の4分の1

令状事件の8分の2

過料事件

裁 判 官 梅 本 聡 子

民事訴訟事件（再審請求事件を含む｡ ）の31分の4

民事保全事件（特定電気通信による情報の流通によって発生する権利

侵害等への対処に関する法律（平成13年法律第137号）第4章に

定める発信者情報開示命令事件並びにそれに付随する提供命令事件及

び消去禁止命令事件を含む。）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

債権執行事件、財産開示事件及び第三者からの情報取得事件を除く民

事執行事件の3分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立事件の4分の1

令状事件の8分の2

裁 判 官 吉 田 真 紀

刑事公判事件（再審請求事件を含む。）の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条第1項若しくは第2項の申立

てを受けた地方裁判所の裁判官が行う事務の2分の1

更生保護法第52条第6項の規定による特別遵守事項の設定又は変更

に関する求意見に係る事務の2分の1
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同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件を除く再生事件の全部

会社更生事件、会社整理事件及び特別清算事件の全部

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取得事件の3分の2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第4章に定め

る保護命令申立事件、保護命令の効力停止の申立事件及び保護命令の

取消申立事件の3分の2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2分の1

商事非訟事件（過料事件を除く｡）

裁 判 官 藪 崇 司

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。）の31分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三者からの情報取得事件を除く民

事執行事件の3分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立事件の4分の1

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第4章に定

める保護命令申立事件、保護命令の効力停止の申立事件及び保護命令

の取消申立事件の3分の1

令状事件の8分の2

裁 判 官 水 口 美 弥

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。）の31分の9

民事保全事件（特定電気通信による情報の流通によって発生する権利

侵害等への対処に関する法律（平成13年法律第137号）第4章に

定める発信者情報開示命令事件並びにそれに付随する提供命令事件及
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び消去禁止命令事件を含む。）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立事件の4分の1

令状事件の8分の1｜

民事非訟事件（本条において別に定める場合を除く。）の3分の2

裁 判 官 岡 田 総 司

令状事件の8分の11

第28条の2 再審請求事件は、原判決をした裁判官の係に配付する。

2 差戻事件は、原判決をした裁判官を除く裁判官に配付する。

(事件配付の停止等）

第28条の3 裁判官に病気その他長期の差し支えが生じたとき、一つの係に僻第28条の3 裁判官に病気その他長期の差し支えが生じたとき、一つの係に係属

する事件が著しく多数に達したとき、その他相当の理由があるときは、支部裁

判事務調整委員会は、相当の期間その裁判官の係に対する事件の配付を全部若

しくは一部停止し、又はその裁判官の係に係属する事件の全部若しくは一部を

他の裁判官の係に移すことができる。

2 事件配付の停止を解除した後に、その裁判官の係の係属事件数が減少し、他の

裁判官の係との間に著しく不均衡が生じた場合には、支部裁判事務調整委員会

は、調整のために必要な処置をとることができる。：

3 配付された事件を当該係で処理することが相当でないときは、支部裁判事務調

整委員会は、申出により、これを他の係に移すことができる。この場合には、

直後に受け付けた新件で調整する｡．

（裁判事務の代理）

第29条 裁判事務について裁判官に差し支えがあるときは、岸和田支部長が指名

する裁判官が代理する。

2 岸和田支部の裁判官が代理することができないときは、所長が指名する裁判官
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が代理する。 、

3 夏期休廷期間中における代理関係は、岸和田支部の裁判官の協議によって定め

る。

（開廷日割）

第30条 岸和田支部の裁判官の開廷日割に関する事項は、同支部所属の裁判1

び岸和田簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の協議によって定める。

同支部所属の裁判官及
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第 5 編 管 内 簡 易 裁 判 所

第1章 大 阪 簡 易 裁 判 所

（係の設置）

第31条 第1民事室に民事公判第1から第18まで並びに第21及び第22の各

係を、第2民事室に民事特殊事件係を、第3民事室に調停第1から第5までの

各係を置き、刑事室に刑事公判第1及び第2の各係、略式係並びに令状係を置

く。

（民事公判係の裁判官の配置及び開廷日割）

第32条 民事公判各係の裁判官の配置及び開廷日割は、別表5の第1のとおりと

する。

（民事公判係の事務の分配）

第33条 民事公判係には、民事訴訟事件、民事少額訴訟事件、起訴前の証拠保全

事件、民事共助事件（調停に関する共助事件を除く。）及び当事者の合意によ

る借地借家法第41条に定める事件を配付する。

2 前項に規定する事件のうち､ 民事訴訟事件は、各係に、民事少額訴訟事件は、

第17及び第18の各係に順次配付する。ただし、第17及び第18の各係に

は、民事訴訟事件のうち、手形訴訟事件は配付しない。

3 第1項に規定する事件のうち、民事訴訟事件及び民事少額訴訟事件を除くその

他の事件は、各係に順次配付する。

4民事訴訟事件の配付の割合等は、民事公判係裁判官全員の協議により定める。

5 相関連する事件は、同一の係に配付する。

6 相関連する事件が数個の係に係属していることが判明したときは、関係各係が

協議の上、これを一つの係に集めることができる。

7 前2項の規定により関連事件を配付し、又は他に移した場合には、直後に受け
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付けた新件で調整する。

8 本案事件に関する各種申立事件は、本案事件の終結の前後を問わず、本案事件

を担当する係に配付する。その係が現に存しないときは、第2項及び第3項の

規定に準じて配付する。

9 手形訴訟異議事件は、原判決をした係に配付する。

10 民事少額訴訟異議事件は、原判決をした係に配付する。

11 再審事件は、原判決をした係に配付する。その係が現に存しないときは、第

2項及び第3項の規定に準じて配付する。

12 差戻事件は、原裁判をした裁判官の所属する係を除く係に順次配付する。

（民事特殊事件係の裁判官の配置、開廷日割及び事務の分配）

第34条 民事特殊事件係の裁判官の配置及び開廷日割は､ 別表5の第2のとおり

とし、同係に即決和解事件、公示催告事件、民事保全事件（本庁民事部に関す

る第5条第1項第12号アからウまでに定める一般民事保全事件をいう。）、

意思表示の公示送達事件、非訟事件（他の係の取扱中に生じ、その係が処理す

べき過料事件を除く。）、民事訴訟法第385条第3項に定める支払督促申立

却下処分に対する異議事件、同法第391条第3項に定める仮執行宣言の申立

却下処分に対する異議事件、同法第394条第1項に定める不適法督促異議事

件並びに民事執行法に定める少額訴訟債権執行事件に関し、執行裁判所として

することができる裁判（以下「少額訴訟債権執行に関する事件」という。）を

配付する。

2 前項の事件は、民事公判係裁判官及び調停係裁判官もこれを担当することがで

きる。

3 各開廷日における事件の分担、配付の順序等は、民事特殊事件係裁判官及び前

項により第1項の事件を担当することとなった民事公判係裁判官及び調停係裁

判官全員の協議により決定し、又は変更することができる。

(調停係の裁判官の配置、開廷日割及び事務の分配）
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第35条 調停各係の裁判官の配置及び開廷日割は､ 別表5の第3のとおりとす

る。

2 調停係には、民事一般調停事件、商事調停事件、宅地建物調停事件、交通調停

事件、公害等調停事件、当事者の合意管轄による農事調停事件、特定調停事件

及び調停に関する共助事件を配付する。

3 前項に規定する事件は、各係に順次配付し、第33条第7項の規定を準用す

る。ただし、事件の配付の割合等は、調停係裁判官全員の協議により変更する

ことができる。

4 相関連する事件は、同一の係に配付する。

5 相関連する事件が数個の係に係属していることが判明したときは、関係各係が

協議の上、これを一つの係に集めることができる。

6 前2項の規定により関連事件を配付し、又は他に移した場合には、直後に受け

付けた新件で調整する。

7 夜間調停に関する事項は､別に定める「大阪簡易裁判所夜間調停等実施要綱」

の定めるところによる｡

（調停主任）

第35条の2 第3民事室所属の裁判官を民事調停法第7条第1項の調停主任とす

る。

2 大阪簡易裁判所勤務の民事調停官を民事調停法第23条の3第2項、第7条第

1項の調停主任とする。

（刑事公判係の裁判官の配置及び開廷日割）

第36条 刑事公判各係の裁判官の配置及び開廷日割は、別表5の第4のとおりと

する。

（刑事公判係の事務の分配）

第37条 刑事公判事件（略式命令又は交通即決事件の裁判に対する正式裁判請求

がされ、若しくは略式命令又は交通即決事件の請求を不適法又は不相当と認め
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て検察官に通知し、公判事件として立件された事件（以下、これらを総称して

「刑事正式裁判事件」という。）を除く。）、刑の執行猶予取消請求事件及び

嘱託事件は、第6項の場合を除き、各係に順次配布する。

2 刑事正式裁判事件は、第6項の場合を除き、各係に順次配付する。

3 相関連する事件は、同一の係に配付する。

4 相関連する事件が数個の係に係属していることが判明したときは､ 関係各係が

協議の上、これを一つの係に集めることができる。

5 前2項の規定により関連事件を配布し、又は他に移した場合には、直後に受け

付けた新件で調整する。

6 事件を配付するに当たり、当該係裁判官がその事件につき勾留状の発付その他

の勾留に関する処分をし、又は略式命令に関与し、若しくは少年法第17条、

第20条若しくは第43条の処分をしたものであるときは、その事件を他の係

に配付し、直後に受け付けた新件で調整する。

7 本案事件に関する各種申立事件は、本案事件の終結の前後を問わず、その本案

事件を担当する係に配付する。ただし、勾留に関する処分（求令状事件並びに

勾留理由開示及び勾留取消しの請求事件を除く。）及び麻薬特例法第5章の保

全に関する処分は、本案事件の第1回公判期日前においては、本案事件の係裁

判官の代理裁判官に配付する。

8 差戻事件及び再審請求事件は、原裁判をした裁判官の所属する係を除く係に順

次配付する。

9 刑事訴訟法第222条第7項の処分の請求事件は、各係に順次配付する。

ただし、本案が係属しているときは、本案を担当する係に配付する。

10 更生保護法第52条第6項の規定による特別遵守事項の設定又は変更に関す

る求意見に係る事務は、各係で順次処理する。

（略式係の裁判官の配置、開廷日割及び事務の分配）

第3 8条 略式係を普通略式係と交通即決略式係に分け、各係の裁判官の配置及び
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開廷日割は、別表5の第5の（1）及び（2）のとおりとする。

2 交通即決略式係には、交通即決事件及び交通待命（切符）略式命令事件を配付

し、普通略式係には、交通待命（切符）略式命令事件を除く略式命令事件を配

付する。

3 各開廷日における事件の分担、配付の順序等は、各略式係の裁判官全員の協議

により決定し、又は変更することができる。

（令状係の裁判官の配置、開廷日割及び事務分配等）

第39条 令状係の裁判官の配置及び開廷日割は、別表5の第6のとおりとし、同

係に、第4項及び第5項に定める場合を除き、各種令状請求事件、証拠保全請

求事件、刑事訴訟法第430条による準抗告事件及び求令状事件並びにこれら

の事件に付随する処分事件を配付する。

2 各開廷日における事件の分担、配付の順序等は、令状係裁判官及び本庁刑事部

の令状部の裁判官全員の協議によって定める。

3 第1回公判期日前の勾留理由開示又は勾留取消しの請求は､次の区分に従って

処理する。

（1）令状係裁判官がその勾留状を発付した場合には、令状係裁判官

（2）令状係裁判官以外の裁判官がその勾留状を発付した場合には、公訴提起前は

令状係裁判官、公訴提起後は刑事公判係裁判官の代理裁判官

4 勤務時間外に受理した令状請求事件及び勾留に関する処分は、日直裁判官又は

宿直裁判官が処理する。

5 勤務時間外に受理した刑事訴訟法第430条による準抗告事件の処理に関する

事項は、第18条第3項に規定する裁判官が協議して定める。

6 大阪簡易裁判所の裁判官は、宿直当番中に限り､ 大阪簡易裁判所以外の大阪地

方裁判所管内の簡易裁判所の裁判官の職務をも行うものとする｡

（略式係と令状係の事件分担の特則）

第40条 令状係裁判官は第38条第2項の事件を、略式係裁判官は第39条第1
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項の事件を、それぞれ担当することができるものとし、その担当の順序及び期

間等は、両係の裁判官が協議して定める。

､（事件配付の停止等）

第41条 裁判官に病気その他長期の差し支えが生じたとき、一つの担当係に係属

する事件が著しく多数に達したとき、その他相当の理由があるときは、大阪地

方裁判所の裁判部事務等検討委員会は、相当の期間その係に対する事件の配付

を全部若しくは一部停止し、又はその係に係属する事件の全部若しくは一部を

他の係に移すことができる。

2 事件配付の停止を解除した後に、その係の係属事件数が減少し、他の係との間

に著しい不均衡が生じた場合には､ 大阪地方裁判所の裁判部事務等検討委員会

は、調整のために必要な処置をとることができる。

3 配付された事件を担当係で処理することが相当でないときは、大阪地方裁判所

の裁判部事務等検討委員会は、申出により、これを他の係に移すことができ

る。この場合には、直後に受け付けた新件で調整する。

（裁判事務の代理）

第42条 裁判事務の代理は、次のとおりとする。

（1）民事公判係の裁判官に差し支えがあるときは、次のとおり相互に代理する。

第1係と第4係

・第2係と第6係

第3係と第5係

第7係と第10係

第8係と第9係

第11係と第12係

第13係と第14係

第15係と第16係

第17係と第18係
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第21係と第22係

（2）刑事公判係の裁判官に差し支えがあるときは、第1係と第2係が相互に代理

する。

（3）その他各係裁判官に差し支えがあるときは、その係裁判官全員の協議によっ

て代理する。

（4）緊急の必要のため、前3号の規定によることができないときは、大阪地方裁

判所長が指名する裁判官が代理する。

（5）夏期休廷期間中における代理関係は、大阪簡易裁判所の裁判官の協議によつ

て定める。

I
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第34条第1項、第35条第1（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条 第3‘

項、第36条、第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割
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ｊ
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１
２

３
４

５
６

７
８

公
第

第
第

第
第

第
第

第
事民

第1

崇裁判官 富 川

西 森

佐 伯

松 本

福 田

西 嶋

足 立

新 屋

吉 田

山 下

西 川

久 永

神 谷

藤 本

土 井

丸 橋

伊 葉

東 山

西 前

公 治

公 正

隆 英

人 美

一 恵

和 城

眞 宏

隆 樹

知 樹

潤

利恵子

義 彦

昌 彦

久 志

俊 幸

匡 功

裕 実

行 雄

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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〃

〃
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〃

〃

〃

〃

〃
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第15係（月火木） 〃

第16係（月水金） 〃

第17係（月火木） 〃

第18係（月水金） 〃

第21係（月水金） 〃

第22係（月火木） 〃

民事特殊事件係（即決和解､ 公示催告、

岩 本 直 樹

内 藤 智 機

中 村 浩 之

伊 藤 雅 之

長谷川 卓 司

谷 政 葉 子

自告、督促、保全、非訟等）

(兼）松 永 栄 治

田 中 俊 次

太 田 朝 陽

木 花 弘

村 田 昌 三

小 川 親 治

(兼）中 村 浩 之

(兼）伊 藤 雅 之

第2 (毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

第3 調停係（毎日）

第1係 小 西 義 博

宮 川 隆

岸 本 将 嗣

矢 野 靖 人

山 田 誠

今 田 勝 己

裁判官

〃

第2係

第3係

第4係

第5係

刑事公判係

第1係

第2係

略式係（毎日）

〃

〃

〃

〃

第4

(月水木）裁判官

(月水木） 〃

(兼）畑 村 章 夫

樋 口 裕 晃

第5
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畑 村 章 夫

(兼）樋 口 裕 晃

(兼）岩 川 昇

(兼）高 田 禎 子

(兼）大 西 光

(兼）鴫 村 修 士

(兼）岩 本 照 章

池 尻 修 三

阿 部 昭 彦

（1）普通略式係 裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

（2）交通即決略式係 裁判官

〃

令状係（毎日）第6

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

兼
兼

兼
兼

兼
兼

兼
兼

く
く

く
く

く
‐
く

く
く

渡 部 市 郎

三 澤 節 史

立 仙 早 矢

新 納 亜 美

比 舍 昌 志

六 郷 和 紀

小西池 将

吉 田 開

岩 川 ‘昇

高 田 禎 子

大 西 光

嶋 村 修 士

岩 本 照 章

畑 村 章 夫

樋 口 裕 晃

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ｊ
ｊ

兼
兼く

〃

〃
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第2章 堺 簡 易 裁 判 所

（裁判事務の分配）

第43条 堺簡易裁判所における裁判事務の分配は、簡易裁判所における裁判事務の分配は、次のとおりとする。

裁 判 官 長 井 秀 典

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の2

即決和解事件の2分の1

民事保全事件の5分の2

民事雑事件の5分の2

交通切符（三者即日処理方式）による略式命令事件を除く刑事略式命

令事件（待命）の5分の2

刑事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くその他の刑事事件

裁 判 官 保 田 将 司

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の2

督促事件（支払督促申立却下処分に対する異議事件、仮執行宣言の申

立却下処分に対する異議事件及び地方裁判所の管轄に属する事件の不

適法督促異議事件）

公示催告事件

即決和解事件の2分の1

民事過料事件

民事保全事件の5分の3
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民事雑事件の5分の2

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した略式命令事件を除く。）

交通切符（三者即日処理方式）による略式命令事件

刑事雑事件の5分の2

裁 判 官（代行）藤 田 大 生

民事訴訟事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の1

民事雑事件の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による略式命令事件を除く刑事略式命

令事件（待命）の5分の1

刑事雑事件の5分の1

裁 判 官（代行）植 田 武 志

民事調停事件の2分の1

交通切符 (三者即日処理方式）による略式命令事件を除く刑事略式命

令事件（待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による略式命令事件及び刑事略式命令

事件（待命）を除く刑事略式命令事件の2分の1

裁 判 官（代行）三 瀬 英 祐

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）による略式命令事件を除く刑事略式命

令事件（待命) の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による略式命令事件及び刑事略式命令

事件（待命）を除く刑事略式命令事件の2分の1

裁 判 官 (兼）一 花 有香里
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民事保全異議及び取消事件

2 堺簡易裁判所の裁判官は、日直当番中に限り、堺簡易裁判所以外の大阪地方裁

判所管内の簡易裁判所の裁判官の職務をも行うものとする。

（事件配付の停止等)、

第44条 堺簡易裁判所において、事件の全部又は一部の配付の停止、事件の配付

替え、その他前条の規定と異なる処置をとる必要が生じたときは、大阪地方裁

判所の支部裁判事務調整委員会は、申出により、必要な処置をとることができ

る。

（裁判事務の代理）

第45条 裁判事務の代理は、次のとおりとする｡

（1）堺簡易裁判所の裁判官に差し支えがあるときは、堺支部長が指名する堺簡易

裁判所又は堺支部の裁判官が代理する。

（2）堺簡易裁判所及び堺支部の裁判官が代理することができないときは、大阪地

方裁判所長が指名する裁判官が代理する。

（3）夏期休廷期間中における代理関係は、堺簡易裁判所の裁判官の協議によって

定める。

（開廷日割及び日直）

第46条 堺簡易裁判所の裁判官の開廷日割及び日直に関する事項は、堺支部所属

の裁判官及び堺簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の協議によって定

める。

第3章 岸和田簡易裁判所

（裁判事務の分配）

第47条 岸和田簡易裁判所における裁判事務の分配は、次のとおりとする。

裁 判 官 辰 已 晃
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民事訴訟事件（再審請求事件を含む。）の5分の3

民事少額訴訟事件

民事調停事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対する異議事件、仮執行宣言の

申立却下処分に対する異議事件及び地方裁判所の管轄に属する事件

の不適法督促異議事件）

公示催告事件

民事過料事件

民事保全事件

即決和解事件

少額訴訟債権執行に関する事件

民事雑事件

刑事正式裁判事件

令状事件

他の裁判官の担当する事件を除くその他の民事事件

他の裁判官の担当する事件を除くその他の刑事事件

裁 判 官（代行）竹 内 正 浩

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。）の5分の2

刑事公判事件

刑事略式命令事件

交通待命（切符）略式命令事件

更生保護法第52条第6項の規定による特別遵守事J

に関する求意見に係る事務

(事件配付の停止等）

:8条 岸和田簡易裁判所において、事件の全部又は一部の配イ

2条第6項の規定による特別遵守事項の設定又は変更

第48条 岸和田簡易裁判所において、事件の全部又は一部の配付の停止、事件の

配付替え、その他前条の規定と異なる処置をとる必要が生じたときは、大阪地
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方裁判所の支部裁判事務調整委員会は、申出により、必要な処置をとることが

できる6

（裁判事務の代理）

第49条 裁判事務の代理は、次のとおりとする。

（’）岸和田簡易裁判所の裁判官に差し支えがあるときは、岸和田支部長が指名す

る岸和田簡易裁判所又は岸和田支部の裁判官が代理する。

（2）岸和田簡易裁判所及び岸和田支部の裁判官が代理することができないとき

は、大阪地方裁判所長が指名する裁判官が代理する。

（3）夏期休廷期間中における代理関係は、岸和田簡易裁判所の裁判官の協議によ

って定める。

（開廷日割）

第50条 岸和田簡易裁判所の裁判官の開廷日割は、岸和田支部所属の裁判官及び

岸和田簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の協議によって定める。

第4章 その他の簡易裁判所

（裁判官の配置及び事務の分配）

第51条 大阪簡易裁判所、堺簡易裁判所及び岸和田簡易裁判所を除くその他の簡

易裁判所における裁判官の配置及び裁判事務の分配は、次のとおりとする。

（1）大阪池田簡易裁判所

裁 判 官 藤 田 大 生

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の刑事事件

裁 判 官（代行）大 西 光

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及び当該裁判官の関与した刑事

略式命令事件を除く。）
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刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反事件

（2）豊中簡易裁判所

裁 判 官 山 本 泰 博

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した刑事略式命令事件を除

く。）

代行裁判官の担当する事件を除くその他の刑事事件

裁 判 官（代行）岩 川 昇

山本裁判官の関与した刑事略式命令事件に対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反事件

（3）吹田簡易裁判所

裁 判 官 舩 越 英 明

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の刑事事件

裁 判 官（代行）高 田 禎 子

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及び当該裁判官の関与した刑事

略式命令事件を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反事件 ．

（4）茨木簡易裁判所

裁 判 官 、 加 藤 優

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の刑事事件

裁 判 官（代行）小 川 親 治

民事訴訟事件の3分の1

刑事公判事件

町
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刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及び当該裁判官の関与した刑事

略式命令事件を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反事件

1令状事件の5分の1

（5）東大阪簡易裁判所

裁 判 官 山 田 正 人

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した刑事略式命令事件を除く。）

の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の1

裁 判 官 藤 田 康 夫

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した刑事略式命令事件を除く。）

の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の1

（6）枚方簡易裁判所

裁 判 官 齋 藤 正 人

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

’ 令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件(当該裁判官の関与した刑事略式命令事件を除く。）

の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の1
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裁 判 官 岡 田 幹 雄

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した刑事略式命令事件を除く。）

の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の1

裁 判 官（代行）村 田 昌 三

民事訴訟事件の3分の1

即決和解事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対する異議事件、仮執行宣言の申立

却下処分に対する異議事件及び地方裁判所の管轄に属する事件の不適法

督促異議事件）

民事特殊事件（民事保全事件を除く。）

令状事件の5分の1

富田林簡易裁判所

裁 判 官 竹 内 正 浩

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の刑事事件

裁 判 官（代行）畑 村 章 夫

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及び当該裁判官の関与した刑事

略式命令事件を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反事件

(7）
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（8）羽曳野簡易裁判所

裁 判 官 植 田 武 志

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の刑事事件

裁 判 官（代行）鴫 村 修 士

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及び当該裁判官の関与した刑事

略式命令事件を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反事件

（9）佐野簡易裁判所

裁 判 官 三 瀬 英 祐

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の刑事事件

裁 判 官（代行）辰 已 晃

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及び当該裁判官の関与した刑事

略式命令事件を除く。）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法違反事件

（事件配付の停止等）

第51条の2 各簡易裁判所において、事件の全部又は一部の配付の停止、事件

の配付替え、その他前条の規定と異なる処置をとる必要が生じたときは、大阪

地方裁判所の裁判部事務等検討委員会は、申出により、必要な処置をとること

ができる。

（裁判事務の代理）

第52条 裁判事務について第51条の各簡易裁判所の裁判官に差し支えがあると

きは、在庁する他の裁判官が代理し、裁判官全員に差し支えがあるときは、別

表6の左欄に掲げる裁判所の裁判官の職務を右欄に掲げる裁判所の裁判官（複

数の裁判官が配置されている簡易裁判所においては、その司法行政事務を掌理
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する裁判官の指名する裁判官）が代理する。

2 前項の規定により代理すべき裁判官に差し支えのあるときは、大阪地方裁判所

長が指名する裁判官が代理する。

3 東大阪簡易裁判所及び枚方簡易裁判所の夏期休廷期間中における代理関係は、

各簡易裁判所の裁判官がそれぞれ協議して定める。

4 富田林簡易裁判所及び羽曳野簡易裁判所の各種の令状請求事件について、

夏期休廷期間中及び大阪地方裁判所管内簡易裁判所判事協議会の開催日にお

いて、富田林簡易裁判所及び羽曳野簡易裁判所の裁判官全員に差し支えがあ

るときは、第1項の規定にかかわらず、堺簡易裁判所の裁判官が代理する｡，るときは、第1項の規定にかかわらず、堺簡易裁判所の裁判官が代

（開廷日割）

第53条 各簡易裁判所の開廷日割は、それぞれの簡易裁判所が定める。
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（第5編（管内簡易裁判所）第4章第52条第1項）

別表6 ．

管内簡易裁判所の裁判事務の代理順序

庁 名 代理庁（左から順に代理する。）
〕

大阪池田簡易裁判所 豊中簡易裁判所、大阪簡易裁判所

豊中簡易裁判所 大阪池田簡易裁判所、大阪簡易裁判所

吹田簡易裁判所 茨木簡易裁判所、大阪簡易裁判所

茨木簡易裁判所 吹田簡易裁判所、大阪簡易裁判所

東大阪簡易裁判所 大阪簡易裁判所

枚方簡易裁判所 大阪簡易裁判所

富田林簡易裁判所 羽曳野簡易裁判所、大阪簡易裁判所

羽曳野簡易裁判所 富田林簡易裁判所、大阪簡易裁判所

佐野簡易裁判所 岸和田簡易裁判所
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第 6 編 司法行政事務の代理順序

（司法行政事務の代理）

第54条 所長に差し支えがある場合の司法行政事務を代理する者の順序は、次の

とおりとする。

第1順位 裁 判 官 井 上 直 哉

第2順位 裁 判 官 松 永 栄 治

第3順位 裁 判 官 渡 部 市 郎

2 堺支部長に差し支えがある場合の司法行政事務を代理する者の順序は、次のと

おりとする。

第1順位 裁 判 官 桑 原 直 子

第2順位 裁 判 官 藤 原 美弥子

第3順位 裁 判 官 武 田 正

3 岸和田支部長に差し支えがある場合の司法行政事務を代理する者の順序は、次

のとおりとする。

第1順位 裁 判 官 栩 木 純 一

第2順位 裁 判 官 田 中 幸 大

4 部の事務を総括する裁判官に差し支えがある場合の司法行政事務は、その部に

属する裁判官が、第2編別表1，第3編別表3又は第4編第24条記載の順序

により、代理する。

5 大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官に差し支えがある場合の司法

行政事務を代理する者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 裁 判 官 新 屋 眞 宏

第2順位 裁 判 官 小 西 義 博

6 堺簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官に差し支えがある場合の司法行

政事務を代理する者の順序は、次のとおりとする。

80

81



第1順位 裁 判 官 長 井 秀 典

第2順位 裁 判 官 保 田 将 司

7 岸和田簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官に差し支えがある場合の司

法行政事務を代理する者は、次のとおりとする。

裁 判 官 辰 已 晃

8 東大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官に差し支えがある場合の司

法行政事務を代理する者は、次のとおりとする。

裁 判 官 藤 田 康 夫

9 枚方簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官に差し支えがある場合の司法

行政事務を代理する者の順序は、次のとおりとする。

裁 判 官 岡 田 幹 雄

10 第51条の各簡易裁判所のうち、東大阪簡易裁判所及び枚方簡易裁判所を除

くその他の簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官に差し支えがあるとき

は、司法行政事務について、配置されている他の裁判官が代理する。

11 緊急の必要のため、前10項の規定によることができないときは、大阪地方

裁判所長は、適宜代理者を指名することができる。
ダ

附 則

1 この規程は、令和8年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際に係属中の事件は、その部又は係が処理する。 ．

3 新件は、前年度の最後に事件を配付した部、係又は係裁判官の次の部、係又は

係裁判官から、順次配付する。
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